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―オープン化とエンパワーメントの緊張関係 
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要 旨 

 本稿は生成 AI の学習データのガバナンスをとりあげ、日本の現在の著作権法上担保さ

れているようなかなり自由な利用の可能性が望ましいかどうかを検討する。併せて、オー

プン化の概念を援用しつつ学習データをかなり自由に利用できることがほかのオープン化

の文脈と同様に肯定的に評価できるとは限らない理由について検討する。 
生成 AI の開発にあたって重要なリソースである学習データは現在の日本の著作権制度

の下ではかなり自由に利用できる。オープン化の概念を手掛かりに考えるなら、これは生

成 AI の開発、利用にとってよいアプローチと言える。開発の費用が低いことで競争が生ま

れやすくなり、提供の価格が低くなることで生成 AI のような汎用技術の用途探索を加速

させる効果が期待できるため、社会的便益の早期実現に資する可能性や、そのような有用

性をもたらす技術への進化も期待できる。 
ただし、そのような考え方は、市場構造、技術の特性、リスク、倫理課題、法解釈など

多くの領域の主要論点に関する前提条件や意見の上に成り立つもののようにも思われる。

これら前提条件や意見が変化すると結論にも影響が及ぶ可能性があるため、学際的な議論

が重要となる。 
経済的な恩恵を考えた場合には開発と普及を促進することにメリットがあると思われる

が、学習データとして自らの著作物が利用される人の中にはそれによって経済的な被害を

受ける人もいるかも知れない点などが難点である。これを開発者からの対価の支払いや補

償金制度で解決することはおそらく困難で、市場競争への影響などを考えるなら学習デー

タの購入費が参入障壁となることも望ましくないと思われる。他に、文化の大きな変容が

起こる可能性についてどのように考えるか、軍事利用などのリスクをどう考えるか、とい

った論点もある。 
オープン化は影響力の小さかった個人などをエンパワーし、その活躍をよりよい社会な

どにつなげる仕組みとして機能して来た面があるが、生成 AI についてはそのような構図

とは大きく異なる構図も存在している。学習データとして利用される著作物を提供するの

は個人や小規模集団なども含めた多数のクリエイターであり、巨大なコンテンツ産業では

ない。それを利用する生成 AI 開発企業には巨大企業が含まれる。オープン化の推進をして

きた国際的な組織が、公正さや互酬性といった、利用のしやすさとは少し異なる規範を重

視するようになってきたことは、このような変化と呼応していると思われる。 
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１．はじめに 

本稿では特に近年の生成 AI に関わるデータ利活用に着目しながら、データをめぐるガバ

ナンスについて検討したい。「データ」として注目したいのは生成 AI の開発にあたって「学

習データ」として用いられる様々な情報資源で、イラスト、写真などの視覚芸術的な作品、

報道記事などの文字による作品、プログラミングコードなど著作物を多く含む。中には権利

が存在しなくなったパブリックドメインのものや、数値データなどで著作物ではない情報

資源も含まれる。本稿では筆者の知識の制約があるため、主に文章と画像の生成 AI を意識

して議論を進める。 
非常に大雑把に言えば、日本の著作権法は学習データについては、開発者はかなり自由に

（個別に著作権者から許諾を得ることなく）データを学習に利用することができる法制度

となっている。データの利活用によってさまざまな便益を得る可能性を考えた場合、このよ

うに自由な学習利用ができることは、都合のよい、優れた制度であるように思われる。だが、

そのように断じてよいかについては多くの疑問もある。そこで、このような制度はいわばデ

ータ活用社会のためのデータガバナンスの一つの形として優れているのではないか、とい

うラフな前提から出発しつつ、このような考え方の妥当性についてより細かな論点を検討

するという形で本稿を進めていく。 
この本稿の主題は問いの形で表現すると比較的単純なものだが、データ活用社会のため

のデータガバナンスの最適解と思われるものを出すことは容易ではないように思われる。

検討にあたっては難所も多く、事実関係やその中長期的変動の有無についてのいくつもの

前提をおいた議論になる。適切な判断のためには学際的な視野からの詳細な議論や多くの

実証的な調査を必要としているように思われる。前提条件が変動すれば最適解も変更を迫

られる部分も多い。そこで、様々な前提条件とその帰結ついて概観しつつ、「難所」として

はオープンデータなどデータ利活用を容易にすること一般と比べた場合の難しさに特に注

目した議論を行うこととする。後者についてはこれを情報社会の大きな変化と結び付けて

位置づける。具体的には、幅広い人をエンパワーするようなある種の「民主化」的な性質を

持つことが多かった「オープン化」の取り組みが、生成 AI についての議論ではむしろ特定

少数の受益者の権益増大になるのではないか、という「格差拡大」「搾取」などの懸念と結

びつきやすい点についてとりあげる。これらを通じて、幅広い分野の専門家がこの問題につ

いての議論についてより精度の高い議論をするための踏み台を提供することを狙いたい。 
以下ではまず検討にあたって前提とするオープン化の概念について述べ、AI の開発や普

及を促進する上でも優れたアプローチであるという可能性を述べる（第 2 節）続いて学習

データとしての情報資源利用について数多く存在する主要な論点の概観と検討を行い、

様々な前提条件や判断の違いが結論を左右することになることを示し（第 3 節）、それを受

けた政策・ガバナンスの制約や主要オプションの評価を行う（第 4 節）。 
なお、オープン化の概念（あるいは、制約の少ない、自由なデータ利活用）は本稿で後に述

べるような定義に基づくなら狭義には著作権法と密接に関係したものだが広義には様々な

法的、その他の要素とも関わりがある。本稿では筆者の知見の制約と、紙幅を考慮して著作

権を中心とした考察を行う。法的要素に着目するなら、個人情報保護法やプライバシー権な

どはデータガバナンスを考慮する上では少なくとも同等に重要だが、それらをとりあげた

考察については別の機会に譲ることにしたい。 
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２．情報資源利用のコストとオープン化 

２．１．オープン化と取引コスト、利用コスト 

オープン化を推進する立場に立ってシンプルに考えるならば、学習データの利用を極め

て容易にし、生成物の利用も容易にしている現在の著作権法制度は、オープン化を推進する

度合いが高いものとして評価できるだろう。だが、そもそもオープン化とは何だろうか？ま

ずはその点について整理する。 
効果の側面に着目してデータガバナンスのような文脈でのオープン化を捉えるなら、そ

の主要な特徴は著作物の取引コストを低減させることにある 2。データを利用するにあたっ

て必要になる費用（調査・交渉などの時間も含む）を減らしてデータを使いやすくする、と

言い換えてもよい。取引コストが高い状態とは、例えば、他人の著作物を利用することが原

理的には可能であっても、そのために許諾をもらわなければならず、許諾料の交渉をしなけ

ればならず、それに関連して利用の様態・目的などについての条件について合意を形成しな

ければならず、それらの前段として著作権者を探し出さなければならない、というようなコ

ストがかかる状態だ。著作物の利用やそのほかの情報資源の利用の文脈では、このような、

利用者側のコストが特に問題になりやすい 3。 
取引コストを含め、著作物を利用するために必要なコストが高ければ、人は他人の著作物

を利用することを断念しやすい。取引コストの概念には通常含まない商品の価格（著作物で

言えば利用料・許諾料）も、高額であれば当然利用を断念する人が増える。このようなコス

トが極めて低いものには「フリー素材」「著作権フリー素材」などと一般に言われているも

のがあり、取引コストだけでなく、実際の利用料も無料のものが多くあるが、社会でこうし

た情報資源が広く使われていることひとつをとっても、取引コストが著作物利用に与えて

いる影響を推しはかることができるだろう。オープンデータと呼ばれるような政府保有デ

ータを一般開放する取り組みにおいても、利用条件を簡素なものにし、無料で、利用にあた

っての申請・承認手続きなども不要にする、ということが広く行われる。データの利用価格

をゼロまたは限界費用まで下げると、中小企業を中心に利用者が 1,000%-10,000%増加する

 
2 著作権制度と取引コストの関係については、例えば田中 (2018)また、近年の著作権政策

の中で取引コスト低減を意識したものとしては、例えば未管理著作物裁定制度がある（文

化庁著作権課, 2025）。立法に至るまでの主な議論の経緯については小山 (2023)。当該論

文でも言及されている知財戦略本部下の構想委員会コンテンツ小委員会デジタル時代にお

ける著作権制度・関連政策の在り方検討タスクフォースはその中間とりまとめ内で、取引

コストの削減を重視し、「コンテンツ産業・市場の発展にとどまらない、デジタル・エコ

ノミー発展上の重要課題ということになる。」(p.14)とした上で政策対応に向けた検討を促

している。（知財戦略本部構想委員会コンテンツ小委員会デジタル時代における著作権制

度・関連政策の在り方検討タスクフォース, 2021)。 
3 取引コスト全般の議論の中では、契約を締結した後にそれを執行するコストも取引コス

トの種類として挙げられることが多い。これはデータの利用者側よりも提供者側が負担す

る傾向が強いコストと言えるだろう。一般に、取引コストは著作物や情報資源の「利用

者」側だけが負担するものとは限らず、「提供者」側の負担になる部分もある。例えば、

自分の著作物を一般に公開すると意に沿わない使われ方をすることが予期されるが、それ

らをやめさせるのも、事前審査制にして個別に検討するのも大変なので、そうであれば一

般には公開しない、といった状況を考えることができるが、これは著作物の提供者側の執

行に関わる取引コストが高い程生じやすい状況であると言える。 
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と報告した調査もある 4。 
また、生成 AI の文脈では学習データの一種として用いられることがあるソフトウェアの

コードについても、同様に取引コスト低減事例がある。いわゆるオープンソースソフトウェ

アだ。このようなソフトウェアは公衆一般に対して利用許諾があらかじめ付与されており、

通常無償で提供されている。これにより取引コストを含めた利用に関わるコストを低く抑

えることができる。必ずしも意識されているわけではないが、OS やウェブブラウザを含め

オープンソースソフトウェアは様々な領域で広く活用されているところだ。ほかにも先に

少し触れた「オープンデータ」のように政府などが保有する情報資源を（著作物に限らず）

広く一般に開放し、あらかじめ利用許諾を与えておくような取り組みも世界中でなされ、

様々な利用例が生まれている 5。取引コストの観点からは、著作権法は、情報資源を原則と

して著作者に許諾を得なければ利用できないものとする法律であるが故に、取引コストの

原因となっている。これを「パブリック・ライセンス」によって克服することが、オープン

化の一つの典型的な手法になっている。パブリック・ライセンスというのは、公衆一般に対

して許諾を与えるタイプのライセンスである。通常のライセンスが相対契約でライセンス

を与える側と受ける側がそれぞれ特定の人であるようなものと対照的に、誰でも個別の交

渉や連絡なしに利用できる点で取引コストを抑制する効果がある。 
ただし、取引コストを低減させる手段はそのようなライセンスにとどまるものではない。

データやソフトウェアが検索しやすいこと、それがどのような用途に適合しているかがわ

かりやすいこと、ライセンスもその内容がわかりやすいこと、ほかのパブリック・ライセン

スとの互換性があること、など単に許諾を与えることを超えた様々な性質や取り組みが取

引コストを低減させる効果をしばしば持つ。（ライセンスだけでは取引コスト低減ができな

い例として、すべてのデータがパブリック・ライセンスによってかなり自由に利用できるよ

うになっているが、そのライセンスの種類が多種多様であるような状況を想定することが

できる。このような状況下で複数のデータを組み合わせるような形での利用が可能かどう

かは、利用したい個々のデータのライセンスの条件の間に矛盾などがないかどうか、複数の

ライセンスの条件を同時に満たせるかどうかなどによる。単一のライセンスのみを考慮す

ればよい場合と比べて格段に検討のコストが増すことになる。単にパブリック・ライセンス

が付与されているだけではなく、互いに組み合わせやすいライセンスの下に提供されてい

るデータを探す、というより難しい探索を強いられることもありうるだろう。） 
また、法律の細かな規定によっても取引コストは大きく左右されることがある。例えば何

が著作物に該当し、何が著作物に該当しないかについて、わかりやすく多くの人が判断でき

るような基準を備えた著作権法は、本稿の文脈では取引コストが低いと言える。法律を細か

く理解しなければ判断できない、専門家に相談しなければ判断できない、あるいは裁判をし

てみないとわからない、というような規定ぶりであるとすると、取引コストは高い。この取

引コストの高さがもたらす帰結は、例えば、ある古い文書の保存状態がよくないためにデジ

タル化を図りたいが、果たしてその行為（複製行為、デジタル化したファイルを公開する場

合には公衆送信可能化の行為）が合法であるかを検討するにあたって、著作権法の改正と共

 
4 de Vries, et al. (2011)  
5 オープンデータの利用例については、例えば、デジタル庁 (2025). 
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に異なる性質の著作物の保護期間がどのように変化してきたかを確認し、果たして古文書

の著作権の保護期間が満了しているのか、そうでないのかを判断するための時間がかかる、

というような形でデジタルアーカイブの構築のコストを増大させることもある 6。 
あるいは、ウィキペディアにある人物の略歴やある会社の沿革が投稿された場合などに

も影響を与える。そのような投稿が、その人物を扱った別のウェブサイトの内容とよく似て

いたり、会社の公式ウェブサイトに記載されている沿革とよく似ていたりした場合に、偶然

にしては似すぎているからそれら外部のサイトに依拠して作成され、投稿されたものだろ

う、と考えられるとして、ではどの程度類似していたらその投稿は著作権侵害になるのか、

どの程度であれば問題ないのか、といったことは自明ではない。自明ではないので、ウィキ

ペディア日本語版であれば気が付いた人たちの間で議論が行われ、念のため削除する、と言

ったことが起こり得る。人によってこの意見が分かれる場合には議論がまとまりにくくな

ったり、安全のために、幅広く（それほど類似性が高くないと考えられるものであっても）

削除されたりすることもありうる。このようなプロセスを一歩引いて眺めれば、著作物の利

用と、著作物ではないデータの利用の境界線が明確な法の規定ぶりが仮にあったとすれば

節約できていたであろうコストが、こうした情報資源の利用に際して発生しているという

ことである。 
学習データの利用により関係が深いところでは、準拠法の問題があるだろう。どのような

国の法廷で訴えられるとどのような国の法律が適用され、その結果としてどのような行為

が著作権法やそのほかの法律上問題となるのかは、明快とは程遠い状況にあるように思わ

れる 7。 
情報資源の利用しやすさを左右するのは、必ずしも取引コストと利用料だけではない点

も述べておくべきだろう。例えばあるデータは取得してから利用するまでに加工を必要と

するため、取得までにかかる取引コストが低くても利用までにかかるコストが高い、という

ことがありうる。より具体的には、データのフォーマットやスキーマなどはこの利用コスト

を左右する要因になりやすいと言えるだろう。そのような加工コストが高い例として、地理

空間系のデータを入手した際に、位置を示す情報について住所や緯度経度などのよく用い

られている情報の代わりに独自のラベリングが施されており、その定義も独自のものであ

り、よくある地番情報や緯度経度情報には簡単に置き換えられず、従ってほかのデータと組

み合わせた分析ができない、といった場合を考えてみるとわかりやすいだろう。 
日本での認知度はやや限定的ではあるが、学術研究などが生み出す研究データの共有に

関する FAIR 原則と呼ばれるものがある 8。この原則は、2014 年にオランダで開催された

 
6 数藤& 橋本 (2019). からそのコストを伺い知ることができる。 
7 文化審議会法制度小委員会 (2024)もこの点については明快なガイダンスを提供できてい

ないように思われる。デジタルヒューマニティーズ分野ではこの不明瞭さが研究の遅れに

つながっているという指摘もある(Samberg, et al, 2023)。Trimble(2025)は著作権法の制

限規定・例外規定と呼ばれるものが国際的に統一されていないことなどにより、国境をま

たぐ形で行われる行為の何が適法で何が適法でないかが不明瞭である点を強調している。

福岡(2022)は、ウェブサイトのデータの収集に関する訴訟の文脈で、外国の裁判所で適用

される準拠法について「予測可能性が低い」と形容している。 
8 NBDC 研究員（大波純一、八塚茂、 信定知江、箕輪真理、三橋信孝、畠中秀樹） 
(2019), Force11 (2023), Hahnel, et al. (2024), 池内  (2025). 
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ワークショップで、より大量のデータを活用したデジタル時代の科学研究を推進する方法

のひとつとして考案されたもので、FAIR の 4 文字に対応する 4 つの大原則をおいている。

それらは発見しやすさ、アクセスのしやすさ、相互運用性、再利用のしやすさ、の 4 点で、

3 点目にデータの相互運用性を挙げている点は、利用コストがこの点によって大きく左右さ

れることのひとつの反映と見ることができよう。生成 AI の文脈でも、このような利用コス

トは相当に高い場合があるものと思われる。例えば ABEJA 社が日本語コーパスのデータ

セットを作成するにあたって、元となる Common Crawl のデータをどのように処理したか

について公開しているが、そこからはウェブ上で公開されている文字データの中から、AI
の学習に適したものを選別し、学習に使えるフォーマットに整える手順が高度な専門性や

高価な設備へのアクセスを必要とするものであることが伺える 9。なお、FAIR 原則につい

ての解説資料には、あるデータセットがそもそもどのようなものであるかについての情報

（メタデータ）が十分に細かいことの重要性など、取引コストについても参考になる点が盛

り込まれている。 
 

２．２．オープン化とライセンス、利用条件（狭義のオープン化） 

以上のような効果面に着目した場合のオープン化は、ある情報資源の取引コストや利用

コストが減って、利用がしやすくなること、と言い換えることができるだろう。これはオー

プン性を量的なもの、程度を指し示すものとして捉え、低いレベルのオープン性から高いレ

ベルのオープン性へ変化することを「オープン化」と呼ぶような考え方だと言える。だが、

情報資源のオープン性については、もうひとつ非常に強い影響力を持っている考え方があ

る。ある情報資源のオープン化は、特定の基準値を超えるレベルのオープン性を達成するこ

とを指す、というような考え方だ。これまでにとりあげたオープンソースソフトウェアやオ

ープンデータなどの文脈ではこの意味で「オープン」という言葉が使われている。それは「グ

ローバルに認識されている一定のレベルを満たす形で、利用に対する制約が取り除かれて

いる」というようなことを意味していることが多い。このような意味でのオープン性の度合

いに近づくことは、それが結果として十分なレベルに達しなければ、「オープン化」とは呼

べない、ということになる。これはフリーとか Libre と自由を意味する語で形容されること

もある。FLOSS （Free Libre Open Source Software）など同義語を併記する形で形容さ

れることもある。 
ここでグローバルに認識されている「一定のレベル」は、複数の文書で定義がされており、

分野などによって異なる定義が参照されているが、おおよその意味は共通している。その内

容を見ると、商業利用や改変を含めて利用が可能である、個別の許諾を取得する手続きなし

に利用が可能である、利用の条件として要求されるのは著作者へのクレジットや、作成され

た改変物を他人に提供する場合に元の著作物と同じように自由に利用できるものとして提

供すること、という 2 点程度にとどまっている、というようなものになっている 10。また、

 
9 Common Crawl から作る大規模日本語コーパスとその前処理（Mixtral 8x7B を語彙拡

張継続事前学習 Part2）, ABEJA Tech Blog 
10 主要な定義として、Open Knowledge Foundation による Open Definition, Open 
Source Initiative による Open Source Definition, 特定の組織によるものではないが、ウ

ィキペディア系プロジェクトで参照される Definition of Free Culture Works, フリーソフ



生成 AI をめぐるデータガバナンス 
―オープン化とエンパワーメントの緊張関係 

 

ⅠA－59 
 
 

これは著作権を中心にした考え方で、データベース権、特許権などに及ぶことがありうるが、

そのほかの法的な権利や許諾は必ずしも含んでいない 11。含まれない権利・許諾の例とし

て、パブリシティ権と呼ばれることがあるような権利が挙げられる。ある肖像写真がこのよ

うな意味での「オープン」である時、撮影した人の著作権に関する許諾は与えられており、

撮影者に個別に許諾をもらうことなく改変や商業利用ができるだろう。だが、被写体となっ

ている人は、自分の似姿などを利用して顧客誘引力を発生させることについて、許諾を与え

ていないかも知れない。これは実質的に肖像写真の商業利用を大きく制限することになる

が、肖像写真はそのような制限があっても「オープン」と形容されることがある。 
このように「オープン性の度合いの増加としてのオープン化」と「一定の基準を満たすこ

ととしてのオープン化」2 つの用法があることでややこしさがあるものの、前者は広義の、

後者は狭義のオープン化だと考えることができる。 
本稿の主題からはやや外れることになるので踏み込んでは扱わないが、モデルのウェイ

トがオープンになっている LLM や、そのほかの情報がオープンになっているオープンソー

スの AI が存在する 12。OpenAI 社の社名も、元来はそのような意味でのオープン性を意識

したものであった 13。オープンの形容はしばしば利用者に訴求力を持つことなどから濫用

され、批判が起こることにもなるが AI の文脈でもそれは同じでこうした性質を持つ LLM
をオープンソース、オープンなどと称し批判されることがある 14。 

 
２．３．決定プロセスのオープン化、オープン化全般の特徴 

情報資源の利用しやすさ以外にも「オープン」と形容されることが多い事象に、参加性や

透明性の高い意思決定プロセスがある。たとえばオープン性を重んじるウィキペディアの

ようなプロジェクトでは、百科事典の編纂に誰でもが参加できるようになっている。個々の

 
トウェア財団による Free Software Definition が挙げられる。ライセンスの性質について

の定義と、ライセンスの下に提供される作品についての定義が混在しており、また、ソフ

トウェアを対象にしたもの、知識やデータを対象にしたもの、著作物を主に想定したも

の、と対象物についても違いがあるが、主旨は共通する部分が多い。他に、より狭く学術

文献などのオープンアクセスについての案として Budapest Open Access Initiative によ

るブダペスト宣言がある。また、Open Source Initiative により近年策定されたものとし

て The Open Source AI Definition がある。 
11 たとえば生成 AI でも時折採用されている Apache 2.0 ライセンスは、著作権（第 2
条）と特許権（第 3 条）に関する許諾を明示的に含み、商標権についての許諾は含まない

ことも明記されている（第 6 条）。https://licenses.opensource.jp/Apache-2.0/Apache-
2.0.html このライセンスは ChatGPT シリーズの中でオープンウェイト版と呼ばれる

GPT-OSS の 2 つのモデルに採用されている。(OpenAI, 2025a) 
12 Meta 社の Llama シリーズ、Google 社の Gemma、X 社の Grok 2.5、Open AI 社の

GPT シリーズの一部、Mistral 社の同名のモデル、DeepSeek 社の同名のモデル、Alibaba
社の Qwen などがある。画像生成系では Qwen のほかに Black Forest 社の FLUX の一

部、Stability AI 社の Stable Diffusion などが挙げられる。最も性能が高いモデルではな

いバージョンをオープンウェイトとしてリリースするケースが多い傾向にあるのは文章

系、画像系とも共通だが、Llama や Stable Diffusion など例外もある。 
13 Brockman, et al. (2015). 
14 例えば Widder, et al. (2024).  
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記事の執筆・編集だけではなく、執筆編集の方針策定も参加者が決めており、そればかりか

いわゆる「サイト運営」にあたるような活動（トラブルを引き起こす参加者の処遇の決定や、

その決定プロセスや判断基準などの方針策定など）も参加者が決めている 15。非営利財団を

設立し理事会を設置した際には、その理事の多くが参加者による投票で、参加者の中から選

ばれていた。そこまでの参加者主導ではないサービスは、2000 年代中盤に Web2.0、UGC
（User Generated Contents）などの語と共に注目された。現在でも非常に広く利用されて

いるものを挙げるなら YouTube や X（旧称 Twitter）がその代表格であろう。こうした投

稿型サイトのコンテンツは、テレビ局などのコンテンツが局の責任と判断によって編成さ

れることと対照的に、利用者によって作成・投稿されるものであり、運営主体による個別・

事前の承認も存在しないままにコンテンツが公開されている。 
このようなプロセス面でのオープン性は、情報資源利用のオープン性と全く別のもので

はなく、共通性がある。すなわち、特定少数の者の管理・コントロール下にある度合いが低

いものをオープンであると形容し、従来よりも多数、または不特定の者に対して影響力を行

使する余地を作り出すことは、オープン化と呼ばれる。オープンデータやオープンソースソ

フトウェアのような情報資源であれば、その複製や改変などを含めた利用の決定について、

著作権者はかなりの部分利用者側に判断を委ねている。参加性の高い意思決定プロセスは、

参加性の低いプロセスよりも、参加者に対して意思決定に対する影響力を付与している度

合いが高い。他にオープンイノベーションという語も似た含みを持つ。この語は社外の主体

と共同で何かの価値を創出する取り組みに幅広く適用される傾向があるが、社内のリソー

ス以外のリソースを活用し、また、社内のメンバー以外のメンバーに影響力を付与すること

になる点、本稿で述べている広義のオープン化の性質を持っていることが多いと言えるだ

ろう。 
オープンイノベーションの概念が幅広い事象に適用されることからも想像できるように、

オープン化は情報資源の活用や情報資源の開発のためのコラボレーションや意思決定の領

域に限って存在しているわけではない。例えばプラットフォームのオープン API には似た

効果がある。一時期の Twitter がそうであったように、サービスを通じてユーザーがやり取

りするデータを API 経由で取得可能にすることで、そのデータを別の形で処理・表示する

ようなユーザー向けのソフトウェアを Twitter 社以外の主体が多く作成できるようにする

ことは、オープン化の一形態と言える。 
オープン化は政策を通じて強制されることもある。たとえば情報通信政策の分野には古

くから、ネットワークインフラの「アンバンドリング」と呼ばれる政策があるが、これはあ

る事業者が保有する通信基盤を、競合するほかの事業者に対して提供することを義務付け

るもので、強制的なオープン化の政策と言える。オープン化の結果、ネットワークインフラ

資源の配分や利用について、より多くの主体が影響力を行使することができるようになる

点は、オープン化一般の参加性拡大と共通している。データポータビリティに関する政策も

これと類似したところがある。特定のプラットフォームへのユーザーの囲い込みを成立し

にくくし、プラットフォーム間でユーザーの往来が起こりやすくする。ユーザーはプラット

フォームの使い分けや切り替えがしやすくなる結果、後発の優れたプラットフォームが先

 
15 ウィキペディアのガバナンスの参加性の高さについては、例えば渡辺 (2010)を参照。 
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発のプラットフォームからユーザーを奪う、といった戦略が成立しやすくなる場合がある。

うまく機能すれば、プラットフォームサービス間のより激しい市場競争を通じて、サービス

提供者はよりユーザーの求めるサービスを提供するインセンティブが高まり、ユーザーは

自分の好みに合ったサービスを選びやすくなり、資源配分の効率化が達成できることにな

るだろう。携帯電話領域のナンバーポータビリティなどもよく似た性質を持っている政策

だと言える。競争促進策としてオープン化を強制する政策には、あるプラットフォームが自

社と他社の間で差別的な取り扱いをすることを禁じるような政策も含まれる。例えば検索

結果で自社サービスと他社サービスを差別しないことがそれにあたる。 
さらに抽象性の高い議論となるが、市場経済を計画経済と比較した場合に、前者はより多

くの主体が資源配分の決定に影響力を行使している点でオープン性が高い経済のあり方だ

ということができる。民主制は独裁制に比べ同じようにオープン性が高い政治のあり方だ

ということができる。市場経済は決定が「分散」的に行われる点で情報資源のオープンな利

用と似ており、民主制は意見の「集約」過程により広い人々が「参加」する点で意思決定過

程のオープンなあり方と似ているとみる事もできる。 
 
２．４．オープンのメリットとデメリット 

このようなオープン化にはどのようなメリットがあるだろうか？これについては集合知

についての研究や近年の多様性についての議論に比較的わかりやすい説を見ることができ

る 16。すなわち、特定少数の決定によるよりも、より不特定・多数の参加や分散的決定によ

る方が、多数の主体の情報や発想、貢献などを取り込むことができるため、より質の高い決

定ができたり、より多様なニーズに応えるような資源配分が可能になったりする。例えば百

科事典に掲載するべき知識を持っている人は、伝統的な百科事典の執筆者であるような学

者に限られない。実務家であったり、趣味についての深い知識を持っている人であったり、

主題になっている事柄に当事者として関わった人たちであったり、ほかにも様々な人が知

識を持っている。ある事柄について、どの資料のどの個所に有益な記載があるかを知ってい

る人は、やはり専門の学者のみではないだろう。また、百科事典の記事の記載内容に抜け漏

れや偏りがあるかどうかは、様々な人の視点から検討した方が、特定少数の専門家が検討す

るよりも多くのアイディアが出るだろう。こうした分散した知識や能力をうまく集約する

には、執筆・編集を広くオープンにする方がよい。オープンにすることで質の低い投稿や悪

意のある虚偽やいたずらなど様々な執筆・編集も行われることになるが、これを発見・修正

する役目も、広く参加者に与えることで解決できるところが多い。（というのも、例えばい

たずらをしたい人は数としては少なく、それを防止・修正したい人は数としては多く、単純

ないたずらは多くの人にとって見つけやすいものだからだ。） 
なお、こうしたメリットは、社会にとってのメリットとして幅広い人々が享受することも

あるが、一部のメリットはオープン化を実施した主体が受けることになる。例えば百科事典

編纂のオープン化は、従来型のアプローチでは決して到達できないような規模の百科事典

の作成を可能にする、より効率的な編纂を可能にする、といった形でオープン化した主体に

 
16 集合知の有効性に関する研究として例えば、ペイジ (2009) がある。体系性は弱いが幅

広く関連した事象を集めたものにスロウィッキー (2006）がある。 
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メリットをもたらすことがある。執筆・編集者の確保についても参加者がやってくれるため

にコストを節約できることがあるだろう。自らの著作物を自由に使えるようにするクリエ

イターは、それによってファンが増えたり、自分が知らなかった方法・チャネルを通じて作

品に強く惹かれる人にリーチできたりすることがある。こうしたメリットが、収益増大につ

ながる例もある。 
データの利活用についても似たようなオープン化のメリットが存在する。例えばある欧

州の都市では、政府が保有する街路樹の位置データを一般に開放したところ、予想しなかっ

た形で利用されることになったという。利用者は花粉症などのアレルギーを持つ人々であ

り、通勤などの際の移動経路や住む場所を決める際にこの街路樹データを参考にするのだ

という。街路樹の位置データはどのような価値を持っているのか、保有者である政府には当

然一定の理解はあるが、政府はデータの潜在的な価値を知り尽くしているわけではない。そ

こでオープン化によってさまざまな人が利用しやすくすると、政府が当初予期していなか

った価値がそこから引き出されることがありうる。 
 ニュージーランド政府の交通庁は道路の利用データを保有していたが、2012 年にこれを

一般開放している。オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ（ANZ）は、このデー

タを一定の形で処理すると、それが景気の状況と高い相関を示すことを見出している。トラ

ックなどの重い車両とより軽量の自動車・バンなどを区別すると、前者は経済の現況と密に

連動し、後者は 6 か月後の景況の先行指標としてかなり有用であることが発見された。こ

れがきっかけとなって、今日でも用いられる Truckometer と呼ばれる経済指標が開発され、

ANZ によって公表されるようになっている 17。 
 このような個別例に限らず、データについて広く一般的に当てはまる傾向として、あるデ

ータが特定の用途への利用価値があるか、例えば十分な精度で特定の判断に使えるかどう

かは、実際に分析してみないとわからないことが多い。何かしらの用途に使える、価値のあ

るものであるのかも、必ずしも明確とは限らない 18。仮にデータの保有者が様々な潜在的な

用途をすべて知っていて列挙できる場合であっても、そのような用途が多く考えられる状

況であれば、実際に十分に有用であるかどうかの分析をするためのコストをデータ保有者

がすべて負担することは考えにくい。そこで、利用しやすい形で一般開放することによって、

様々な関心と動機を持った主体がこのデータの有用性を確認し、そのような分散的な試行

錯誤の結果としてデータの利用価値がより多く見いだされることになる。 
 ちなみに、オープン化を実施した主体もメリットが得られることがある、という点はデー

タのオープン化にもあえはまる。政府は時に、データに含まれる間違いの指摘を受け取った

り、第三者によるデータの分析結果から知見を得たり、データを活用するアプリが第三者に

よって（勝手に）開発されることで支出を抑えることができることがある。 
 このようなメリットがどこにどれだけ存在しているかは、事前にはわからない部分が多

い。そして、当然ながらデメリットも存在している。すなわち、望ましくない利用が発生し

たり、データ利用が誰かに損害をもたらすようなリスクも存在している。オープン化は常に

 
17 New Zealand Government (undated)  
18 データの利用価値を事前に知ることが難しい点については、渡邊 (2018)により細かい

検討がある。 
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メリットのみをもたらすわけではなく、また、常にメリットがデメリットを上回ることが保

証されているわけでもない。ただし、人や組織は自ら資源配分をコントロールし、意思決定

を自ら行うことを重視し、それを部分的に他人に委ねることには抵抗する傾向があるよう

だ。オープン化に過大に不安や懸念を抱く傾向がある、と言い換えてもよい。このような傾

向があるため、オープン化はしばしば、事前に思っていた以上にメリットは大きく、リスク

は少ない、ということになる。 
行政組織や大企業などがオープン化をする場合には、そもそも失敗が許されないのであ

ればリスクを強く警戒することが合理的である場合もあるだろう（失敗が許されないこと

自体が合理的であるかはともかく）。だが、そのような場合でなくても、デメリット側を過

剰に警戒するバイアスがかかることはあるようだ。昨今の生成 AI への注目よりも前、2010
年代中盤からの深層学習による AI をめぐる議論の中では、AI がブラックボックスである

ことについてしばしば懸念が表明されてきた。AI に決定を委ねてしまうと、何を根拠に特

定の決定がなされたのか、それが適切な決定であるのかを検証することが非常に難しい。例

えば企業で人事・昇進などの決定にそのような不透明な AI を用いることは問題がある、と

いう議論がある。このような議論をする際に見落とされることがあるのが、人間が判断をす

る際には、人間の判断がブラックボックスであり、しばしば偏見や差別を含んでいることが

研究からも示唆されており、そのほかの面でも不適切さを含むものである、ということだ。

AI は既存のデータをベースにして判断を行うことが多いため、管理職として成功するのは

男性である、といった社会や職場環境の不公正な偏りに起因する男女差を誤って男女の能

力差と判断してしまうリスクがある。では人間はそのような偏見から自由かと言えば、そこ

は人によって差があるが、誰もが完全に自由ではないだろう。また、既存のデータをベース

に判断している点では人間も同じだが、そのデータに偏りがある点でも人間もまた同じで

ある。 
このように人間の判断と AI の判断には多くの共通の問題があるが、AI がより強く警戒

されるとしたら、それは AI の情報処理プロセスがブラックボックスであるとか、偏りのあ

るデータをもとに判断しているとかいった理由であるよりも、自分達になじみのない未知

の存在に対する警戒感であるかも知れない。未知の存在に対する警戒は一般的には不合理

とまでは言えないが、AI の利用に関しては過剰な警戒なることがあるだろう。（もっとも、

偏ったデータをもとに不透明なプロセスで情報を処理するAIに任せてしまうと差別的な判

断が繰り返されるという「差別の固定化」のリスクを重く見るのであれば、それは適切な警

戒かも知れない。） 
本稿の主題であるデータガバナンスにより近いところでは、オープンデータについても

同様の傾向を指摘することができるだろう。このような取り組みは、政府が保有する数値デ

ータや文書、画像などの情報資源を一般開放して商業利用や改変も含めて様々に利用でき

るようにするものであるため、その「一般」の利用者の中にどのような望ましくない主体が

含まれることになるのかが懸念事項になりやすい。また、2009 年に発足した米国オバマ政

権による推進と共に世界中で大きな広がりを見せた際に、欧米の政府職員などに研究のた

めにヒアリングをする機会がたびたびあったが、政府内で懸念が示されたり、抵抗勢力のよ

うな人々が存在する点はどこも同じであった。政府職員から出る懸念には、改変によって政

府データが詐欺に使われるリスクがあるのではないか、詐欺でなくとも何か誤解を与える
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ことになるのではないか、悪意を持った主体が犯罪などの計画ためにデータを用いること

があるのではないか、災害リスクや治安の悪さなどが詳細に明らかになることによって特

定の地域の資産価値に悪い影響が出るのではないか、などといった点を含め、「誰にどのよ

うに使われるかわからない」ことに根差すものが少なくない。そのような利用を抑止するた

めに、改変の禁止、犯罪行為への利用の禁止、公序良俗に反するような利用の禁止、などが

検討されることがある。原理的には、メリットとデメリットのどちらが強いかについては事

前に断言できないことが多いが、現在までのところ、オープンデータに制限をかけておけば

よかった、というような目立った悪用例のようなものは日本にはほぼ存在しないようだ。他

方、メリット側に目を向けるなら、利用しやすい形でデータを一般開放したことで生まれた

と思われる利用例は様々に存在しており、それは政府がデータを保有していただけでは生

み出さなかったと思われる恩恵を社会にもたらしている。 
そもそも、詐欺のためにデータを改ざんして悪用するような主体であれば、ライセンスな

どで悪用を禁止してある場合でもそれに従うとは期待しにくいだろう。その点からもこう

した懸念が的外れであったり、利用条件を課すことは実効性が極めて低い対処法に留まる

点にも注意が必要だろう。 
もちろん、制約が常に無意味というわけではない。コンテンツの分野であれば、キャラク

ターなどについて一定の利用を許諾しつつも、アダルト系のコンテンツへの利用を禁止す

るといった例は多く見られる。こうした利用がキャラクターのイメージ戦略や、作者の心情

的に歓迎できないということは十分に考えられる。禁止することで断念する利用者ばかり

ではないものの、アダルト系の利用を明示的に禁止しておくことで、ほかのファンや、二次

創作的コンテンツの公表の場になるプラットフォームなどが、アダルト利用に基づくコン

テンツを排除する動きに協力してくれることがあり、ある程度実効性はあるだろう。 
以上のように、バイアスの存在は、オープン化が常に素晴らしい結果をもたらすことやト

ラブルをもたらさないことを保証するわけではないものの、判断を委ねる「他人」が「自分」

よりも信頼できないとか、質が低いとか、危害をもたらすのではないか、という不安や懸念

が過剰なものかも知れないということを意識することの重要性を意味しているだろう。 
 
２．５．情報社会においてオープン化が進展する理由 

情報社会においては、オープン化を採用・実施することに一定の経済的合理性がある場合

がある。また、オープン化が様々な領域で進展する傾向がある。 
というのも、情報社会においては、情報通信インフラや情報処理の手段が貧弱な社会に比

べると、これまでよりも多くの人が手軽に情報資源を活用できるようになっており、意思決

定に参加するためのコストが低くなっている。 
意思決定を従来担ってきた主体の側に立ってこれを眺めると、従来と同じ意思決定コス

トで、従来よりも多数・多様な人の参加（インプット）を得やすい、ということになる。そ

して、常にではないが、多数・多様な人の参加は意思決定の質を高める可能性がある。その

ような領域では、オープン化は効率性改善の手段（費用対効果の向上の手段）となる。ソフ

トウェア開発におけるオープンソースや、百科事典の編纂におけるウィキペディアのよう

な参加型のアプローチはその典型と言える。動画サイトを運営することを考えても同様の

事情がある。運営主体として、動画自体を自主制作するか、ライセンス料を払って購入する
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か、投稿サイトにして様々な参加者に開放するか、というような選択を考えても、スマート

フォンに内蔵されたビデオカメラやその編集ソフトの性能が上がるにつれ、投稿型サイト

にすることの費用対効果が向上していると言える。コンテンツやライフスタイルなど一部

の領域では、こうした技術環境の変化と相まって、インフルエンサーやコンテンツクリエイ

ターなどに興味を持つ人が増えていること、そうした人々が金銭的な収入を得る手段が発

達しつつあること、などもオープン化の加速要因となると言えるだろう 19。 
情報資源を提供し、活用を促したい主体から見ても、同様の事情が成立する。ある映像作

品について評判を高めたければ、広告を制作してそれをマスメディアで流すこともできる

が、ソーシャルメディア上の口コミ共有を促したり、トレーラー映像を特定のファン層に提

供して自由に切り抜き映像の作成を促したり、そのほかのリミックスを促すことなどもで

きる。広告とマスメディアは自らコントロールできる度合いが高く、他人の参加や利用に委

ねる後者のようなアプローチはコントロールできる度合いが低い。多くの人が感想の発信

ができるようになっていること、多くの人が映像のリミックスが簡単にできるようになっ

ていること、そうした人々の発信する情報が、SNS などを通じて似た嗜好を持つ人に届き

やすいこと、などから、後者の費用対効果は情報社会においては向上している、と言える。

その分だけ、こうしたオープンな方式を採用することの合理性は高まっており、従来よりも

よりオープンな方式を採用する事例は増えていくと想定される 20。 
より単純化して言えば、このようにも言えるだろう。情報社会は、通信ネットワークや情

報処理技術の高度化・普及によって、人と人がつながりやすくなり、情報の処理をしやすく

なっている。そこで、より多数・多様な人が参加することでメリットが出る意思決定プロセ

スや、多数・多様な人が使うことで価値がでる情報資源は、開放が進むことになる。デメリ

ットがあるため、常にすべてのオープン化についてメリットがデメリットを上回るとか、オ

ープン化は進めれば進めるほどよいというわけではないことは既に述べたとおりだが、「プ

ラットフォーム」「ネットワーク」と呼ばれるような性質を持つビジネスはしばしばこのよ

うなオープン化をうまく活用しており、そうしたビジネスが様々な領域で大きな影響力を

発揮しつつあることからも、情報社会におけるオープン化の合理性が伺える。 
 
２．６．生成 AIの学習データとオープン性 

 このような観点に立つと、学習データのかなり自由な利用が可能で、取引コストや取得コ

ストが少なくとも著作権に関しては低く抑えられていることについては、そのデータが持

つ価値を引き出す後押しをすることになると評価できる。現に生成 AI の開発は国内でもベ

ンチャー企業、大手企業、大学などの研究機関といった多様な主体により行われている 21。

学習データについては、そもそも提供者側がまとまった形で存在しておらず、クローラーな

どを使って収集されている場合も多いようだが、特定のデータ利用者に対して個別に許諾

 
19 こうした動向を整理したものとして、例えば、五十嵐, ほか (2023, 2024) . 
20 例えばファンによる n 次創作が近年の推し活を急速に拡大させたとする指摘はこのよう

な考え方と共通していると言えるだろう。(三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング, 2024). 
21 総務省(2024). 特に第 I 部第 4 章第 1 節。サイバーエージェント(2023)のように、ウェ

ブ上で公開されているデータからの学習で LLM を開発したことを公開している例もあ

る。 



総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第９巻第１号 
Journal of Information and Communications Policy Vol.9 No.1 

ⅠA－66 
 
 

を必要とする場合に比べ、かなり自由な利用を可能にしている現在の状態は、様々な創意工

夫や模索が可能になる点で、AI 開発の多様なアプローチを可能にする利点があるように思

われる。画像系であれテキスト系であれ、モデルを開発にするにあたってはデータを様々な

基準で収集・取捨選択・加工している事が既存の論文などからは伺える。特定少数のデータ

セットからの選択のみであったり、そのデータセットの加工についても許諾が必要になる

といった状況であったりするならば、こうした開発者側の多様な知見・着想・仮説などを開

発に取り入れることは難しくなるだろう。 
もっとも、より優れた状況として、単にウェブ上で様々な情報が公開されているだけでな

く、収集が簡単になっているとか、それらについて詳細なメタデータが存在しており、取捨

選択にあたってそのメタデータを参照することが可能である、といった状態になっていれ

ば開発にとってより大きなメリットがある、というような可能性は考えられるだろう。まと

まったデータセットは収集・提供されている例があるが、特にメタデータについては様々な

限界があるように思われる。ただし、そもそもウェブの世界は特に誰かに承認を得ることな

く誰でも自由に思い思いのコンテンツを公開することができるというオープン性（参加の

自由さ）に大きなメリットがある。ウェブ上のコンテンツが今日のように多種多様であるこ

と、大量であることは、メタデータ付与のような技術的な条件が課されていなかったことの

お陰であると言える面もあるだろう。 
その際に、利用資格などに特に制限がないため国内でも様々な主体が AI の開発に取り組

めるようになっていることや、料金が課されていないために、資本力が乏しい大学のような

主体であっても取り組めていることは、オープン化の成果と言うこともできるように思わ

れる 22。多くの主体が開発に取り組めることで、より多様な技術開発が行われる可能性もあ

るだろう。とりわけ大学が開発に取り組めている結果、AI に関する研究情報が公開されや

すくなることにもメリットがあるだろう。（もっとも、生成 AI の開発にあたっては、日本

の著作権法だけを考慮すればよいとは限らず、少なくとも学習用データの収集・加工や AI
モデルの開発などに用いるサーバーの所在地などによって適用される法が異なって来る部

分もあると思われる。） 
 もうひとつ、このような学習データの取引コストの低さは、利用にあたって対価を払う必

要がない（例えば補償金制度のようなものがない）ことと相まって、生成 AI が提供される

際の価格を下げる効果もあると思われる。これは生成 AI のようにかなり汎用性の高い技術

に関しては重要なメリットをもたらすことが期待できるだろう。というのも、多くの人が使

えるような価格で汎用技術が提供されていれば、それをどのような用途に使えるかについ

て多様な人が多様な発想や知識に基づいて試すことができるためだ。そのような形で多く

の、多様な人が用途の探索に加わることができると、汎用技術がどのような用途に特に向い

ているのか、どのような用途には改良が必要なのか、といった学習が社会全体として見ると

進む。これは一般的には、社会が生成 AI のような汎用技術からより多くの恩恵をより早く

引き出すためには有効なアプロ―チになる。また、そのような学習が進むことで、AI の開

発やカスタマイズに関わる側も、市場の拡大がしやすくなるだろう。ここから、学習データ

 
22 例えば英国ではデータの購入予算が確保できず参入を断念するケースがあるとされる。

Intellectual Property Office (2022).  
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をめぐる現在の状況は、生成 AI の開発と利用双方にメリットがあり、生成 AI の普及を後

押しし、社会が恩恵を受けるために良い環境だ、ということになるように思われる。 AI モ
デルの中には様々なレベルで関連情報が公開されており、二次的利用ができるような条件

で提供できるものが見られる。テキスト系であれば Llama、画像系であれば Stable 
Diffusion は比較的そのような加工の余地があることで様々な利用やカスタマイズ版、関連

アプリケーションなどの開発につながった顕著な例と言えるだろう。AI の領域で「オープ

ン」と称するものが、本稿で述べた狭義のオープン性の基準を満たさないことはしばしば見

られるが、著作権法の制約次第では、このような限定的な程度であってもオープンな性質を

持つ AI の開発・公開があることは、さまざまなメリットをもたらす可能性がある 23。例え

ば研究開発の加速、その前段階的な学習、カスタマイズを通じた多様な（もともとの開発者

が想定していなかったものも含む）用途などへの応用や洗練、多様なサービスでの利用、な

どが挙げられる。学習データのガバナンスがより厳しければ、こうしたモデルの公開も難し

くなることも考えられないわけではない。すなわち、AI モデルが何らかの意味で学習デー

タの二次的著作物に該当するということになれば、学習データの収集・加工だけでなく、開

発された AI モデルの利用にあたっても多数の権利者の許諾が必要ということになり、おお

よそ現在のような AI 開発・利用のシーンは成立しないだろう。あるいは学習データが非常

に高額であれば、開発者はその成果を共有せずに、有料サービスなどの形で展開してコスト

を回収することにより強い関心が向くかも知れない。 
 もっとも、学習データのオープン性が望ましいのであれば、それらを利用して開発される

主要 AI モデルについても、より高い水準のオープン化を達成し、自由に研究・加工などが

できる方が望ましいのではないか、という考えもありうるだろう。AI モデルは著作物に該

当しないと思われるため、著作権制度からはややはみ出すような政策であることからここ

では手短に検討するにとどめるが、全ての AI モデルについて高い水準のオープン性を要求

することが（たとえば規制によって義務付けることが）最適であるとも考えにくいものの、

一般的にはオープンなモデルとそうでないモデルの競争が起こることは、オープンでない

モデルのみの競争よりも望ましいように思われる。そのような競争は画像やテキストの生成

AI についてはある程度は存在しているように思われる。また、AI 開発に関するコスト要因

を考えると、モデルのような情報資源のオープン化だけでは解決が困難な、物・人・エネル

ギー資源のボトルネックがあるようにも思われる。すなわち、GPU・データセンター、エン

ジニア、電力などの確保が課題であり、これらは情報資源のように万人に開放し、無償で自

由に使えるようにすることは難しい。こうした資源を囲い込むことや、安価に入手すること

ができる立場にある主体は、開発競争においてある程度の優位性を得ることが考えられる。

このような状況下では、情報資源部分（学習データや AI モデルなど）が高い水準でオープ

ンであっても、AI 開発に参入するためのコストが高いレベルにとどまる可能性が十分にあ

る。非情報資源についてもオープン化を達成するようなより広い範囲の実効性のある政策

パッケージは、相当困難なものであるように思われる。 
もう一点、オープン化とは弱い関係を持つにとどまるものだが、学習データの利用は比較

的容易・安価ではあるものの、それが研究など一部の目的に限定されるような著作権制度を

 
23 Global Partnership on Artificial Intelligence (2025). 
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想定すると、その場合には開発に興味を示す層が非営利系に限定されるなどして、開発は今

日ほど広い層をひきつけることができない結果となるだろう。たとえば英国の著作権法は

おおよそこのような規定ぶりになっており 24、より広い範囲の活動について著作権法の影

響を弱めることも検討されたが実現していない。 
 
３．学習データ利用に関する制度の評価 
３．１．学習データの利用に関連する幅広い問い 
生成 AI の学習データとして既存の情報資源を利用するにあたっては、日本の著作権法上

は、いくつかの重要な制約はあるものの、他人の著作物であっても許諾なしに利用すること

ができることになっている。これが望ましい制度であるかどうかについては様々な意見や

利害対立があり、その対立を受けた対策なども多様な事例がある。 
現行の制度が望ましいかどうか、また、どのような制度が望ましいかについてはかなりい

ろいろな、それぞれに難しい判断の上に結論が出るような事柄であるように思われる。現行

の著作権制度だけを切り離して単独で結論が出しやすいようなものではなく、かなり幅広

いほかの事柄と関連しあって評価するべきものになっている度合いが高い、と言ってもよ

い。あるいは、「本当にそうなのか、こういう観点から別の評価が正しいのではないか」と

いった異論の余地が非常に多方面に渡って存在している、と言ってもよいだろう。この幅広

さをまずは確認してみたい。 
 
３．２．経済効果と競争圧力 

まず、生成 AI の活用が生産性向上効果を持っていることが多くの調査から伺える。PC
やインターネットがそうであるように、影響が及ぶ範囲もかなり広い範囲の産業にわたっ

ている 25。そこで、様々な情報資源の学習データとしての利用を簡便にしておくことには、

経済の効率性改善を促し、経済的な豊かさの維持・向上に貢献する効果がある可能性がある

だろう。ことに、日本語のデータや日本文化の様式やテイスト、習俗や風景などを反映した

画像データ、そのほか日本に特殊な事情を反映したデータがあることは、それに対応した学

習をした AI が開発され、日本の利用者により意味のある知見や生成物を提供できる可能性

 
24 Copyright, Designs and Patents Act 1988, Section 29A, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/29A 
25 例えば、OCED (2024)報告書では、20%以上のタスクが従来の半分以下の時間で遂行で

きるようになるような人という基準を満たすのは、OECD 加盟国の全労働者のおおよそ 4
人に 1 人に上っており、将来的には 70%に達するとしている。より大きな影響を受ける人

に限ると、50%以上のタスクを従来の半分以下の時間で遂行できるようになる人は、

OECD 加盟国の全労働者の 40%になるとしている。日本経済を対象として実施された類似

の分析(新田, 2024)では、生成 AI で代替される度合いが高い職業に就いている人は全就業

者の 21%、生産性向上につながる可能性が高い職業の人は 18%としている。 
ただし、こうした見方に反論がないわけではない。例えば、生成 AI 以外の AI を含めて扱

い、生産性向上にともなうコスト削減の成果を足し合わせたものをベースにして推計した

結果向こう 10 年間で米国経済が得られる恩恵は GDP 成長率にして 0.66%程度に留まり、

それをさらに下回ると考える十分な理由があると指摘する論として、Acemoglu (2024) 
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を確保する上では重要だろう 26。生成 AI のビジネス用途を見ても、情報の検索やアイディ

アの考案、人間関係についての相談、文書やプログラムのドラフティング、プレゼンテーシ

ョン用資料作成など実に多岐に渡る。少なくとも今のところはこうした利用がかなり安価

に行える状況にある。 
既に利用が飽和しているという様子もなく、AI の高性能化も続いているようだ。そこで、

生成 AI は開発・普及の後押しにメリットがある段階であるように思われる。これがもうす

ぐ終わるという様子もあまりない。 
加えて、経済的な競争上、AI 活用を遅らせることが企業間や労働者間の国際競争上不利

になる可能性もあるだろう。産業構造が大きく変動して、それに対応できる企業は成長の機

会を得、対応できない企業が衰退の圧力にさらされる、といったことが起こる可能性だ。こ

こからも、日本の利用者に使いやすい AI が開発され、普及することが、日本政府の政策と

しては望ましいということになる。 
一時期、現在は生成 AI と区別して識別系 AI と呼ばれることがあるような深層学習の応

用可能性についての政策論議や研究の文脈では、AI が得意とするのは定型業務であるため

クリエイティブな仕事は AI によって価値を失うことはない、といった類の意見が比較的広

く受け入れられていたように思われるが 27、生成 AI の高性能化・普及と共にその点は修正

を迫られており、むしろ文化、クリエイティビティなどに関わる産業に大きな変容が起こる

可能性を指摘する意見も少なくないように思われる 28。なお、このような文脈では、対人サ

ービスや人間心理の理解などが AI にはできないこととして挙げられることもあるが、それ

についても、気になる動向は存在している。2025 年 8 月に ChatGPT-5 がリリースされ、

ChatGPT-4o が多くの利用者に使えなくなった際に、GPT-5 の性格が冷たいことが不評を

買い、GPT-4o の復帰を求める声が多く出たことはその一つだ。29 また、オンラインフォー

ラム上で寄せられる健康関係の質問に対して医師などの有資格者が投稿した実際の回答と、

同じ質問に対して ChatGPT が生成した回答を、どちらがどちらであるかわからないように

して医師に評価させた研究では、共感を示している点でも、総合的な評価でも ChatGPT の

方が人間よりも高く評価されている 30。 
 もっとも、AI 生成物を直接市場に提供する場合には、それが消費対象として消費者から

受け入れられるかどうかについては、検討の余地があると思われる。AI 生成物であれば興

味を失う、または、対価を支払うに値する商品とみなさないといった受け止め方もあり、そ

のような傾向を示唆する実証分析も存在する 31。ただし、中長期的にはそのような受け止め

 
26 Shcherbakov, et al. (2025) 
27 例えば 2013 年に世界中で話題になり、AI による大量失業の議論のきっかけとなった研

究では、知覚内容に基づく操作行動、創造的知性、社会的知性の 3 種が当時の AI にはで

きないタスクとされていた。これは機械学習やモバイルロボティクス領域の文献や、オッ

クスフォード大のワークショップで得られた知見に基づくものと説明されていた。(Frey& 
Osborne, 2013).  
28 De Cremer, et al. (2023), Frey & Osborne (2024), 栄藤稔. (2023).  
29 IT Media (2025a), Freedman (2025) 
30 Ayers, et al. (2023). 
31 日米中 3 カ国でこのような傾向が存在することについてのアンケート調査結果の分析と

して 田中 (2023) 
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方、感受性も変化する可能性もあろう。作曲家は演奏の腕前が高いとは限らないことを指摘

しつつ、自ら絵を描く技能は持たないが人の心に訴えかける絵を AI を使って生み出せる人

が登場する可能性を指摘する論などもある 32。ビデオゲームなどではむしろ AI を使ってい

ることがアピールされることがあり、分野によって受容度が異なる部分もあると思われる

が、需要度が他の領域より低いと思われるイラストや写真の領域でも CG や PC の活用はさ

れており、その一環としてアルゴリズム処理自体は行われてきていることを考えるなら、受

け入れられる可能性もあると考えてよいように思われる 33。仮に消費者が AI 生成物を非常

に低く評価する場合であっても、生成AIが生産性を向上させる点は概ね変わらないだろう。

現状では生成物を直接販売・提供しないような利用法も多いが、既にある程度生産性が向上

していると思われるためである。そして、その場合にも、学習データ利用を困難にするより

も、容易にしておく方が生産性の向上に寄与しやすいので、現行のような制度がよいという

ことになるように思われる。文章を扱う生成 AI については特に、消費者向けに生成物を提

供する以外の用途が（そもそも文章の提供を事業としていない産業も含め）幅広い産業に存

在していることから、生産性向上から得られる恩恵は大きなままにとどまるだろう。 
 関連した論点として、生産性向上のほかにも、労働の質の向上や、労働時間以外の時間で

の充実なども考えられる。例えば日本で生成 AI を現に業務に使っている人たちに仕事への

影響を尋ねた 2024 年の大規模調査では、仕事のパフォーマンスへの影響以外に、その他の

面（有給休暇、残業時間など）についても尋ねているが、いずれも改善がみられると回答し

た人が、悪化がみられると回答した人を上回っている（なお、仕事のパフォーマンスについ

ては改善した人は 60%を超え、低下した人は 11%を超える程度という回答分布であった）

34 。 
 
３．３．経済的損失の不均一な分布 
生産性が向上する場合でも、すべての人が等しく恩恵を受けるわけではなく、むしろ経済

的な損失を被る人も存在する。AI の学習データ利用がかなり直接的に自社・自分の市場価

値の低減につながるのではないかと思われるケースがある。俳優が自らのデータを提供す

 
32 深澤 (2024); 類例として、ソフトウェア情報センター (2024)の第一回会議で言及され

ている魯山人のエピソードを挙げることもできよう。より一般的には大きな予算と人員で

取り組むような創作・制作では、直接手を動かす人と、指示出し・取捨選択などをする人

との分業が発生しやすく、著名な建築家の建築であれ、アニメーション作品であれ、「作

家」として一般に認知されている人が自ら手を動かして線を引いているとは限らず、作家

の作風は指示出しや取捨選択を通じて発揮されている状況が既にあるとみることもできる

だろうと思われる。 
33 マンガ分野で類似の見解を示しているものに、小沢 (2024)がある。当該セミナーでは

次のようにも述べている。「アシスタント、スクリーントーン、コピー機、3DCG、デジタ

ル作画、これらは出た当初ずるいと言われたものですが、今ではもう当たり前に使ってい

ます。」ほかに、ソフトウェア情報センター (2024)の研究会第 5 回でも、AI 生成物の受容

度が低いのは過渡的な現象ではないかという説が検討されている。 
34 天瀬, ほか (2025); 実証研究ではないが、逆に生成 AI が様々な職業のスキルの格差を

圧縮し、競争が激しくなるが需要が伸びない結果として所得が減少する、とする説もあ

る。(Frey & Osborne, 2024)。 



生成 AI をめぐるデータガバナンス 
―オープン化とエンパワーメントの緊張関係 

 

ⅠA－71 
 
 

ると AI でよく似た人物を合成できるようになる、声優やイラストレーターも同様の部分が

ある、といったケースが典型だろうと思われる。アート、エンターテイメントなどの産業を

分析した最近の研究では、作家、ライター、翻訳者、通訳者、などは生成 AI による自動化

の可能性が高いとするものもある 35。  
経済的な問題として考えるなら、一般に、ある技術の利用がもたらす経済的な利得と損失

を比較して利得の方が大きいのであれば、損失を被る人に何かの形で利益の再分配を行う

ことが、技術の利用を止めるよりも望ましい。ここでも、学習データ利用は促し、そこから

得られるメリットを大きくしつつ、再分配政策をセットで実施することが望ましいという

ことになるだろう。 
ただし、社会全体の経済的損得のみに着目するならそのような結論になるとしても、「あ

なたの創作物やあなたの実演データを提供してほしい、それを AI に学習させてあなたの仕

事を代替したい」、と言われて納得する人は多くないだろう。拒否する手段があるなら拒否

し、AI の開発・普及を遅らせる方がこうした人々にとっては経済的に合理的な選択になっ

ている場合があると思われる。また、損得勘定以外の価値判断としても、そのような AI の
開発・普及には納得しがたいと考えると思われる。実際にコンテンツ産業やクリエイター、

実演家などに関連する団体で無断学習に反対する意見を表明しているところは非常に多く

見つけることができる 36。無断学習に関連した訴訟についても、同様の観点から理解できる

部分があるだろう 37。 

 
35 Berg, et al. (2025a). 対象としている文化・メディア諸産業は高所得国では雇用の 1.8%
弱を占めるとしており、その中でも代替されるリスクの高さは職業によってかなりばらつ

きがあるとの結論に至っている。日本語による解説として、労働政策研究・研修機構 
(2025a)。 
36 例えば生成 AI による無断学習に懸念を表明したものとして、日本美術著作権連合 
(2023). 生成 AI に関する声明, 2023.08.17. https://www.jart.tokyo/jart_wp/wp-
content/uploads/2023/08/5bbd651f0394f60cbdbf80279ca1b5ac.pdf;  
日本雑誌協会, 日本写真著作権協会, 日本書籍出版協会, 日本新聞協会 (2023). 生成 AI に
関する共同声明. 2023.08.17. 
https://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/230817_15114.html; 日本写真家協会

(2023). 生成 AI 画像についてその考え方の提言 https://www.jps.gr.jp/about-generated-
ai-images/;日本脚本家連盟, 日本シナリオ作家協会 (2023). 脚本家の権利と生成 AI に関

する共同声明:2023 年 11 月 3 日文化の日に, 2023.11.03. https://mitte-x-
img.istsw.jp/scenario/file/kyodoseimei20231103.pdf。音楽産業のステークホルダーからの

生成 AI 批判として日本音楽著作権協会 (2023). 生成 AI と著作権の問題に関する基本的な

考え方, プレスリリース, 2023.07.24, 
https://www.jasrac.or.jp/information/release/23/07_3.html; 日本音楽著作権協会 (2024). 
「AI に関する音楽団体協議会」の設置について: for Creators, for Artists, 2024.01.25. 
https://www.jasrac.or.jp/information/release/24/01_3.html。また、生成 AI 全般ではな

く、特定の声優の声を無断で追加学習に用い、その成果を公開することに対する抗議とし

て、『NOMORE 無断生成 AI』声優有志の会 (2024). Statement, https://nomore-
mudan.com/#statement。ほかに、アニメ業界の関係者へのアンケート調査から AI 規制

への意見を探ったものに日本アニメフィルム文化連盟 (2023)。音楽産業の被る 2028 年時

点の経済的損失を試算したものとして、PMP Consulting (2024). 
37 米国における訴訟は数が多いが、例えば Vilendreer (2025) に比較的最近の概観があ
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もっとも、著名なイラストレーターなどを想定すれば、そのような人の画風を真似て類似

のイラスト画像を生成できるように追加学習モジュールを開発することや、そのようなモ

ジュールを活用して画像生成を行うことが著作権侵害になる場合も多く出てくるだろう。

というのも画風だけを模倣するに留まるのであれば侵害にならないかも知れないが、その

作家に特徴的なキャラクターやモチーフまで再現した場合にはそれが侵害になりやすいと

思われるためだ 38。そうであっても、AI の普及によって侵害が蔓延してしまうことを想定

すると、個別に削除要請や訴訟を通じた賠償金の収集などを行うことは多大な労力を要す

る。そこで、開発・普及が進まないことが望ましいと考えることが経済的に合理的になるこ

とも考えられる。ただし、生成 AI を活用して効率性を向上させることで、生成 AI から恩

恵を受けるようになる可能性もあるようにも思われるため、細かくは断言できない部分が

多いように思われる。 
非常に有名なプロフェッショナルから完全に趣味で活動しているアマチュアまで様々な

人がいる中で、うまく大半の利害がまとまるということはないかも知れない。その場合には、

学習データとしての利用に特に反対しない人のデータが AI に利用されることになるだろ

う。AI の開発・普及を遅らせる努力をする人、気にしない人、AI を活用する側に回ろうと

する人など人により多様な対応が出てくることも十分考えられるだろう。そのような状況

になり、結果として AI が普及し、それによって所得が減り、転職などが必要になった場合、

再分配政策・支援策もやや複雑になることが考えられる。生成 AI の開発・普及に反対し、

自らも利用しなかった人々が最も経済的に損失を被ったとして、そうした人々に対して最

も手厚く支援をするべきなのか、それともより早い段階で業態変更や他業界への転職など

の形で適応の努力をした人と同じ支援をするべきなのかは自明ではないように思われるた

めだ。 
以上のような政策の詳細を決める上での困難があるとしても、学習データをめぐる取引

コストを引き上げて、生成 AI の開発・普及を遅らせた方がよい、ということにはならない

と思われる。もっとも、現行の著作権制度にもある、「著作権者の利益を不当に害すること

になる場合には」無断利用を認めない、という規定の解釈次第では、このような、生成 AI
によって比較的直接代替される可能性が高い作品などを学習データとして用いる場合には

許諾が必要である、とする考え方もあり得るだろう 39。 

 
る。他に Weisenberger, et al. (not dated). 
報道記事では、Dent, S. (2024), Barcott, B. (2024). Lutkevich& Heaton  (2025).  
学習に用いられたデータが生成画像にそのまままたはかなり類似した形で出てくることが

ある点については、例えばソフトウェア情報センター (2024)の第一回会合での議論を参

照。  
38 学説上は、生成 AI を含め、情報解析に該当する行為はこのような侵害にはあたらない

とする解釈もある。この点についての批判的検討として、奥邨弘司(2025)なお、そのよう

な説を採った場合でも開発は侵害に当たらないとしても、画像生成については侵害に当た

ると考えられるように思われる。 
39 文化審議会著作権分科会法制度小委員会 (2024) p.23-24 には、この点について興味深

い記載がある。無断利用は認められるとの解釈を採用しつつ、そうでないとする意見もあ

ることを記し、著作権法以外の法に照らした問題がある場合についても言及している。奥

邨 (2025)にこの点についての議論の概観・検討がある。 
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損失にだけ着目するなら、一部の学習データの直接の「提供者」に当たる人（提供したい

という意思を持っているかは別として）以外にも損失を被る可能性のある人々は考えられ

る。そして、このような損失を被る人も社会に均一に分布しているわけではない。生成 AI
の雇用・経済へのインパクト分析を行った研究の中には、AI を使いこなせない中高年の労

働者 40、熟練度が低い仕事にしか就けない若年層 41、AI の影響を受けて代替が起こりやす

い職に就いている率が相対的に高い女性 42、などが経済的に損失を被るのではないかと示

唆する研究なども存在している。また、AI によって影響を受けるセクターは都市部や高ス

キルの仕事に多いなど傾向があり、その内、一部は AI によって代替されるが、一部は AI
によって補強されるという見方もある。この場合は、解像度を上げなければ多くの恩恵を得

る人と、多くの被害を受ける人が重なる、というようなことにもなるだろう。 
生成 AI がどの程度の損害を発生させるかについて検討する際には、失業の可能性が取り

上げられることが多い。だが、より広い範囲の人々が業務のやり方を変える必要が出る、部

分的には生成 AI に代替される、などの影響を受けることになると思われる。生成 AI によ

って代替される可能性が高いとされる職に就いているのは全世界の労働者のおおよそ

3.3％だが、何らかの形で影響を受ける労働者は 4 人に 1 人、とする分析もある 43。 
失業や配置転換、業務内容の変更などを迫られる人々は、他人が提供した学習データに基

づいて構築されたAIモデルによって損失を被っている人々であると見ることもできるだろ

う。支援策はこうした人々も対象にする必要があろう。リスキリング支援などはまさにこれ

に適した政策であろう。ただし、リスキリングがどの程度成功を収めることになるかについ

ては注意が必要かも知れない。うまくリスキリングができる層とそうでない層が出る可能

性や、そうした不均一な結果が既存の経済格差を拡大させる可能性なども考慮に値すると

思われる 44。 
こと昨今の生成 AI に関しては、米国の巨大テック企業による大規模投資が開発をリード

しているとの見方に立ち、AI 利用がそもそも日本経済を利することになるのかどうかを疑

 
40 Cazzaniga, et al. (2024). 
41 ソフトウェア開発やカスタマーサポートなどのセクターでは若年層の雇用が減っている

ことや若年層の雇用が全体的に伸び悩んでいることを大規模給与データの分析から示唆し

た研究として、Brynjolfsson, et al. (2025).  
42 Gmyrek, et al. (2023). ただし、この研究では女性は恩恵を受けやすい職に就いている

割合も相対的に男性より高いとの結果も示している。;AI に影響を受けやすい職に就いて

いる割合は大差がないものの、要求されるスキルの水準がより低いため、結果としてより

代替されやすい可能性があると指摘したものに Council of Economic Advisors (2024); 内
閣府 政策統括官（経済財政分析担当）(2024).  
43 Cazzaniga, et al. (2024) では影響を受けるのは 40%程度の労働者であり、20%程度は

生成 AI が人間を補完する形に、20%程度は生成 AI が人間を代替する形になるとしてい

る。他に、Berg, et al (2025b)では４人に一人の労働者が何らかの形で生成 AI に影響を受

け、3.3%（つまり 30 人に一人）程度の労働者は特に大きな影響を受ける（４段階分類で

最も影響の大きい段階に属す）と推測している。ただし、この影響はほとんどの場合失業

ではなく、業務内容の変化などの形をとるとしている。日本語での解説として 労働政策

研究・研修機構(2025b)  
44 Cazzaniga, et al. (2024). 
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問視する向きもある 45。これはいわば、日本全体が損失を受けるとか、恩恵をあまり受けら

れないと見る見方だと言えるだろう。昨今の「デジタル貿易赤字」論もそのような懸念を伴

うことがあるようだ。経済的な問題だけを考えるならば、デジタル貿易赤字だけに着目する

理由はそれほどなく、むしろ貿易収支全体を考える方がよいだろう。特にデジタル系の財や

サービスを輸入していることで国内産業の生産性が高まっているなら、それを踏まえた判

断が必要になるだろう。動画編集ソフトであれ、文書作成ソフトであれ、PC や携帯端末で

あれ、AI であれ、日本企業によって開発・提供される代替品や、オープンソースなど無償

で提供されているものと比較して海外のものが優れているなら、そちらを使う方が日本経

済にとってもよいし、貿易収支にもよい、という可能性は十分にある。デジタル貿易赤字は

貿易収支上小さい規模ではないため、通貨レートへの影響なども考えると政府としては放

置することが最適とは限らないが、国内産業の成長を支援することは有益であっても、海外

製のデジタルサービスへ関税をかけるとか、利用を阻止するといった政策は得策ではない

だろう 46。 
 
３．４．恩恵の不均一な分布 
損害を被る人ではなく、利益を受け取る人の側に着目した議論も、多く存在する。AI 開

発を主導している米国の大手企業やその従業員を主要な受益者と考え、このような人々を

利することを問題視する意見もある。 
直前の議論と重複するが、注目されやすいのは米国の巨大テック企業であろう。OpenAI

やAnthropicが典型的な営利組織になっていないことを脇に置くとすると、Google、Meta、
Microsoft などの米大手テック企業は生成 AI のモデル開発においても主要プレイヤーとし

て活躍している感がある。もっとも、こうした企業の影響力に対する警戒や政策対応は、日

米欧を含む様々な国や地域で起きている事である。こうした企業が AI の普及によって大き

な利益を得ることになるとして、また、生成 AI に関する市場の大きなシェアを獲得するこ

とになるとして、そこから発生する問題は第一義的には競争法（日本では独占禁止法）が担

当する領域であろう。企業規模や市場シェア自体ではなく、その影響力を経済に損害を与え

る形で行使することが問題にされる。競争法をめぐる学術的な議論は近年盛んであり、いわ

ゆるプラットフォーム規制のあり方も含め、今後の研究の進展によってより厳しい規制が

標準的になっていく可能性なども考えられるだろう。また、欧州ではデジタル市場法や AI
法などを通じた規制があり、日本ではいわゆるデジタルプラットフォーム取引透明化法や

スマホソフトウェア競争促進法を通じて独禁法以外の形で競争環境の維持・確保を図る制

度が近年できている。このような制度があれば問題が起きないかというとそのような保証

 
45 例えば著作権法を中心とする議論の中でも、類似の意見をソフトウェア情報センター 
(2024)の会議（第１回）に見ることができる。 
46 デジタル貿易赤字単体で評価すべきでないという意見として、西角, 綿谷 (2024); 為替

レートへの影響は要注視、デジタル産業が国内に十分育っていないことを問題としつつ、

デジタル化の経済メリットも指摘する論として、 岳 (2024); デジタル貿易赤字の問題を

深刻なものと受け止めつつ、一方で貿易収支改善のためのカギとなる産業の海外展開支

援、プラットフォーム型事業支援などを重視し、海外の効率のよいデジタルインフラの利

用は継続することをよい選択とする論として、津田, ほか(2025) 
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はないが、起こりにくく、問題が発生した場合に早期に発見や修正しやすいと期待すること

はできるだろう。また、競争法は市場競争が阻害され、被害が発生した後にそれを調査し、

是正する形で作用することが多くある（合併などの審査は除く）。これが訴訟を通じて決着

されることもあることもあり、問題の解消には長い時間がかかる可能性がある。その点、こ

れら 2 つの法はより短期的な対応・解決に有益である可能性もあるように思われる。とい

うのも、デジタルプラットフォーム取引透明化法はオンラインモール、アプリストア、デジ

タル広告など特定の領域のプラットフォーム事業者に毎年の報告・自己評価などを義務付

け、行政はそこに問題があれば公取委に対応を要請することもできる仕組みとなっている。

また、スマホソフトウェア競争促進法は、特定の行為群を規制することによっていわば事前

規制的に競争の阻害を防止する法となっているためである。 
現在の生成AIに関する市場はアプリケーションなども含めて考えると既に複雑な構造に

なっていて簡単に形容することが難しいが、公正取引委員会の採用した 3 層分類 47に沿っ

て整理するとすると、本稿で主に検討している生成 AI のモデル開発に着目するなら、いわ

ゆるネットワーク効果やスイッチングコストの高い状況ではなく、複数の AI モデルの使い

分けや、同時並行的な利用が容易であるように見えることや、価格や品質の激しい競争があ

るように見えることなどから、直ちに介入が必要な状況とは言えないように見える。ただし、

投資規模が大きいほど性能が高まるといういわゆる「スケーリング則」の傾向が今後も続く

のであれば、その一つの帰結として、特定の事業者が多くの収益を上げられる構造ができる

とそれを再度開発投資に回して更に優れた AI の開発で競合他社に差をつける、というよう

なことができるようになるのかどうか（いわゆる自然独占傾向が存在するのか）は、注意が

必要ということになろう。また、計算資源などインフラについては現状ある程度の垂直統合

や寡占性の高さが認められる、アプリケーション側も OS などに寡占が認められる、と密接

に関連する市場で支配的な高いシェアを持つ事業者がそれを活用して生成AIのモデル開発

などの競争を阻害するような展開があるかは注視することになるだろう 48。だが、現状では

政府が介入するほどの事態にはなっていないように思われる。 
ちなみに、AI 開発を主導しているのが米国の巨大テック企業のみかというと、違う見方

も出来るだろう。OpenAI 社や Anthropic 社をどう評価するかという先に触れた点以外に

も検討すべき点はある。LLM と呼ばれる領域では米国勢がリードしていることについては

異論の余地はないと思われるが、DeepSeek のような中国企業の開発する AI をどう評価す

るかについては検討の余地があるだろう。また Mistral 社はフランスの企業である。本稿

執筆中には、スイスの大学連合が開発したオープンソースの LLM の報道もあったところ

だ。その性能は最先端モデルほどではないようだが 49、公表されている特徴には注目すべき

点があるように見える 50。画像生成の分野では米国企業による AI の活躍もあるが（初期で

あれば OpenAI 社の DALL-E や Midjourney 社の同名の AI）Stability AI（英、Stable 

 
47 ほかに、クラウドの計算資源とは区別してそこに配置されることになる高性能チップの

製造能力にも着目した分析として Artificial Analysis (2025)  
48 比較的最近の現状分析として、王 (2025)および公正取引委員会 (2025)。いずれの分析

でも、現状のところは政府介入を必要とする問題は発見されていない。 
49 Dunn (2025).  
50 Moon (2025). 
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Diffusion シリーズ）や Black Forest Lab（独、FLUX シリーズ）といった欧州地域を拠点

とした企業の活躍も目立つ。中国企業の開発した画像生成 AI でも性能が高いものとしてア

リババ社の Qwen-Image や HiDream 社の同名のモデル、ByteDance 社の Seed などがあ

る 51。 
このような状況を踏まえると、現状では経済的に問題のあるような形で（公正な競争が阻

害され、それによって経済が不効率になり、消費者や社会が損失を受けるような形で）の恩

恵の偏在はない、ということになろう。そうであれば、大きな恩恵を受けている企業を直接

ターゲットにするのではなく、一般的な再分配政策によって損失や恩恵の偏在を是正して

いくことが重要ということになるだろう。ということは、学習用データの利用しやすさにつ

いて、特定の開発者に対しては利用を困難にする、それ以外の開発者を優遇する、といった

ような政策もまた不要で、AI から受ける恩恵を大きくするような現行の制度で現状の所は

よい、ということになると思われる。 
なお、恩恵の不均一な分布の観点からは、もうひとつ異なる可能性が懸念事項として挙が

ることがある。それは AI の普及率の格差や、そこからの帰結としての経済的な恩恵の格差

だ。都市部の労働者や、高スキル職の方が生成 AI を活用しがちであることなどから、これ

が地域格差、所得格差などの拡大につながる可能性を指摘する研究も存在している 52。著作

権法や学習データのガバナンスとは関係は薄いが、政策課題としてはこのような AI 利用者

側の格差への取り組みが当面重要になる可能性も十分考えられるだろう。 
 
３．５．経済安全保障、経済的搾取の倫理的問題 
以上はいずれも経済価値について、オーソドックスな経済学が扱うような点に着目した

整理だが、学習データの利用を容易にするべきかどうかについては、それ以外の論点も多く

存在している。経済的な価値に近いところで言えば、経済安全保障の観点がある。すなわち、

AI は汎用的な国のインフラであり、それを外国の企業に依存した形で調達することには安

全保障上の問題がある、という考え方だ。中国企業によって開発・提供されている AI への

警戒や注意喚起は日本でも比較的されてきていると筆者は考えているが、米国企業による

ものであっても、昨今の関税をめぐるトランプ政権の動きや、第一次トランプ政権時の国際

協調の枠組みに対する対応ぶりなどを見ると、米国をどの程度安定的なパートナー国と考

えるべきかについては多様な意見があり得るところだろう。ただし、現在ある高性能生成 AI
はいずれも開発・利用に膨大なデータ処理を伴うものであり、仮に AI だけを国産化できた

ところで、クラウド基盤が安価に用意できなければ（米国企業が提供するより安価なクラウ

ドの上で開発・提供される AI を利用する場合に比べて）効率性改善効果が落ちることにな

り、市場競争や国際競争で優位に立てる可能性も減ることになろう。単に生成 AI モデルの

開発だけでなく、それに必要なインフラなども整備することが望ましい、ということになる

 
51 主要な AI がどれであるかを決めることは容易ではないが、米国の報道機関によるレビ

ューの例としては Chedraoui (2025), Griffith (2025), Ortiz (2025).  
ほかに、ユーザー参加型のブラインドテストをとりいれたものとして LM Arena が参考に

なる。LM Arena についての紹介としては、Wright (2025).  
52 Organization for Economic Co-operation and Development (2024).日本語による解説

として労働政策研究・研修機構(2025c). 
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が、これもまた、学習データの利用しやすさを落とす理由にはならないと思われる。 
ただし、この経済安全保障の観点からは、市場競争が現在よりも低下し、寡占化が進んだ

場合などには、特定の海外事業者への依存度を低くすることが特に重要になり、場合によっ

ては、生産性向上を犠牲にしてでも、優れた AI の利用を抑制するといった政策が望ましい

ということになる可能性も考えられなくはない。 
AI 開発・提供企業の国籍を問わず、経済的な搾取があることが問題だという意見も存在

する。仮に経済の効率化に貢献するとしても、仮に米国の巨大テック企業だけがここに関与

しているわけではないとしても、自分が生み出した情報資源が学習データとして利用され

ることによって自分の経済価値が大きく減ってしまう可能性のある人々にとっては、その

ような事態をもたらし、大きなメリットを得るのが巨大な資本・投資に支えられた企業の高

所得者であり、被害者側は個人事業主などの経済的に不安定な者を多く含む、といった構図

は考えられよう。このような弱肉強食は市場経済の効率化に貢献するとしても倫理的に問

題がある、という批判も考えられる。この倫理的な観点は、これを理由に生成 AI のもたら

すメリットを断念することが妥当というほど重いものではないのではないか、という風に

も考えるが、様々な考え方があるところで、倫理的な問題がある以上生成 AI をボイコット

するべきであり、それによって幅広い人の利便性の向上をあきらめることになってもそれ

が望ましい、という考え方もあるように思われる。現在のところ、コンテンツ産業、クリエ

イターや実演家などの団体から出されている声明などでは、ボイコットが適切とするよう

な強い意見は見当たらない。むしろ、現行の著作権制度には懸念を表明しつつも、生成 AI
を適切に使うことで得られるメリットに理解を示すものが多い。だが、ネット上ではより強

い反対意見やボイコット運動的な動きを見つけることも出来る。そのような観点に立てば、

生成 AI の開発を容易にするような現行の著作権制度も問題があるということになろう。 
 

３．６．文化の損失 

 もうひとつ、本稿で明確な解決を示すことが難しいと考えている点がある。それは文化の

大きな変容、担い手の喪失、それに伴って発生しうる既存の文化の衰退の是非だ。このよう

な変化が起こるかどうか、確実なことが言えるわけではないが、大きな変化が起こるとする

見方は珍しいものではない。既に言及したコンテンツ産業、クリエイターや実演家などの団

体にも、研究者にもそうした見方をする例は見られる。 
一面では、結果として文化により広い範囲の人が参加することができるようになる点は、

よい面もあると思われる。例えば料理やスポーツのように著作権があまり広く及ばない領

域で成立している文化を考えるならば、多くの人が参加し、技巧のレベルはさまざまながら

も、参加を楽しみ、創意工夫や研鑽にはげみ、個性を発揮し、その成果物やパフォーマンス

が受け手などの心を動かす、といったことが起こっていると言えるだろう。それらの領域の

ごく一部には、プロフェッショナルの高度な領域（プロスポーツやオリンピック、あるいは

高級レストランなど）も含まれるが、裾野は非常に広く、文化の価値はその高度な領域の達

成度だけで評価されるわけではない。画像生成 AI がもたらすかも知れない文化の変容とし

て、「作風」のように著作権ではあまり保護されることがなかった側面の活用が非常に容易

になる結果、人々が様々な画風を楽しみ、所望の画像を簡単に生成することができるように

なり、絵画やイラスト、写真などの領域が料理やスポーツに近くなったとして、そのような
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文化にも価値がある、ということは言えるだろう。 
他方、従来であれば独自の作風を強みとして生計を立てていたようなクリエイターが大

きく所得を落とすことになってしまうかも知れない。既存の文化をデータとして学習対象

にした場合に、それ以降はそれに匹敵する新たな学習データを生み出す者が激減する、とい

うような変容が起こるとしたら、文化の発展に寄与するという著作権法の目的に照らして

もよいことであるのかどうか、判断の難しいところである。いわゆるプロフェッショナルだ

けではなく、アマチュアであっても、創作の技法を学び、時間をかけて一枚の作品を創作し

てきたような作り手も、生成 AI の生み出す画像の物量の前には埋没してしまい、受け取れ

る収入やアテンションの量も低下し、創作の意欲が減退するということも起こるのではな

いだろうか。受け手側の一部は、（ほかの領域でそうであるように）「手作り」であることを

重んじてくれることから、完全に受け手がいなくなるということはないかも知れないが、大

量生産品の前に霞んでしまう手芸品のようになってしまうかも知れない。そのような形で

既存の作り手が減ることはよいことだろうか。 
料理やスポーツとのアナロジーで考えるならば、著作権法の保護がない領域であっても、

新しいスタイルの考案や新しいプレイ方法の考案などは起こるので、新しいスタイルなど

の興隆については、そこまで深刻に案ずることではない、とも思われる。しかも、そのよう

な新しい流行は、料理であればレシピサイトであったり、ソーシャルメディアであったりと

いった、著名性や大資本と縁が薄いところからも現れて、広まっていく。そうであれば、現

在とは大きく変容するかも知れず、現在の文化の良さは失われるところもあるかも知れな

いが、別の意味でよいところのある文化が生まれることになる、と言えるかも知れない。例

えば、追加学習モジュール（LoRA など）が多く共有されているウェブサイト Civit.ai など

を見ると、特定の作家、作品、キャラクターなどを再現するための追加学習モジュールでは

なく、様々な画風の実現のための追加学習モジュールなども多く開発・公開されている。ま

た、生成する画像内のあらゆるものをガラス細工のようにしてしまうとか、半導体基板でで

きているかのようにしてしまうとか、ブルーベリーでできているかのようにしてしまう、と

いったような生成 AI の強みを活かした作風の試みなども存在しており、既存のクリエイタ

ーが収益やアテンションを得られにくくなると新しい創造活動と呼べるものが枯渇する、

というシナリオとは違う可能性も感じられる。 
 さまざまな文化的潮流は時代と共に変容し、隆盛・衰退もして来ており、衰退した文化に

ついては個々に惜しみ、懐かしむこともできるが、それは後に出てきた文化が劣っているこ

とを意味しないと思われる。非常に高度な技能と投資（練習なども含め）に裏打ちされた表

現などが生み出せる文化として、例えばクラシック音楽が思い当たる。クラシック音楽は現

在ではポップスなどのほかの音楽ほどの市場規模を持っていない。ある意味ではクラシッ

ク音楽は優れた文化だとも言えるだろうが、ではその隆盛を維持するために音楽文化の変

遷を止めるべきであったかというと、そうでもないように思われる。では生成 AI がもたら

すかも知れない文化変容についても同様に考えられるであろうか。 
念のために付け加えておくと、著作権法は既存の文化を守り続けることを目的にしてい

るわけではないし、そのような方針で運用してしまっては既得権益保護と大差ないものに

なる危険も高すぎるだろう。例えばストック写真の世界は非常に大きく変容し、デジタルカ

メラやインターネットの普及と共にいわゆるプロの写真家ではない幅広い層が参入できる
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「マイクロストックフォト」と呼ばれるようなサイト・事業が立ち上がり 53、プロの写真家

ほどの質ではない写真を多く提供するようになり、単価が数十万円から数十円にまで下落

するという変容が起きたとされる。このようなマイクロストックフォトのサービスの隆盛

と共に、当然ながら写真家として生計を立てて来た者が生計を立てられなくなり、多くの人

が小銭を稼ぐようなことができるようになり、単価が下がったおかげで利用者は増える、と

いったことが起こったようだ 54。結婚式などの記念写真についても、プロの写真家が雇われ

ることが減るにつれ、プロの写真家の所得を減じることになった。ここでもまた、写真の質

は落ちているとする意見がある 55。このような作品の質の低下を伴うような変化が著作権

法改正で止めるべき事柄として大きなアジェンダになったことはなかった。もっとも、生成

AI についていえば、学習データの利用をどの程度容易にするかは著作権法によって大きく

左右される事柄であり、ストックフォトのように経済的な競争や技術環境の変化を背景に

した文化変容とは事情が違うと考えることはできるだろう。 
 
３．７．長期的な負の影響: 軍事利用 

AI の影響力は、国際安全保障の文脈では、核兵器に喩えられることもある 56。AI の軍事

利用は既に進んでいるが、今後非常に強力な軍事力につながるものだとすると、これを自由

な開発競争に任せておいてよいのか、という疑問を呈することもできるだろう。また、自由

競争の結果として今日の核兵器の保有状況とそれがもたらす大規模な殺傷リスクに似た状

況が生じてしまう可能性を考えるなら、AI の拡散を抑止することやガバナンス上の協調路

線を確立することが非常に重要なのではないか、という考え方もあり得るだろう。冷戦時代

に米ソ対立が核の開発・軍拡競争を招いたように、近年の米中の緊張関係が AI 兵器の開発・

軍拡競争を招くとしたらどうだろうか。例えば核拡散防止条約のような国際条約や、反核運

動のような市民運動と類似の対抗運動が必要になるだろうか。核兵器のアナロジーは使っ

ていないものの、第二期トランプ政権が打ち出した米国の AI 行動計画は、グローバルなパ

ワーバランスに AI が変動させる可能性などを念頭に米国の支配的地位（dominance）獲得

を重視するというものになっている 57。 
軍事力に近いところで生成AIについて話題になりやすいのはバイオテロや生物兵器の開

発や製造がより広い主体に可能になるリスクであり、特に生成 AI がクラウド上で運用され

る必要がなくなるにつれて、あるいはオープンウェイトモデルなどの形で誰でも利用でき

るものとして配布されるようになるにつれて、生成 AI モデル自体の自己検閲性能などリス

 
53 作り手（撮影者）としての参加者の数は増えるかも知れないが、大手マイクロストック

フォトサイトの参加者が多様とは限らないことを示唆する研究がある。Brabham (2008).  
54 Taub (2007), Clifford (2010). 
55 Jeffries (2013).  
56 AI と核の比喩は様々なバリエーションがあり、軍事的な文脈にも限られない。原子力

技術に喩えられる場合もある（AI 同様に民生・軍事両面の利用が可能な技術であるなどの

理由による）。多面的に議論したものとして例えば Matthews (2023), Roehrlich (2025), 
Klyman & Piliero (2024). 他のアナロジーと合わせて概観したものとして Stern (2023).  
57 The White House (2025). より直接的に、昨今の米中の AI 競争を論じる議会の公聴会

の文脈で議員が米国とヒットラー政権下のドイツの原子爆弾開発競争をアナロジーとして

用いる発言もある。(Algorithms and Authoritarians: Why U.S. AI Must Lead, 2025) 
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ク管理が重要になる可能性はあるかも知れない 58。 
このようなリスク管理が機能しないとしたら、現行の著作権制度は、むしろ AI 開発の進

展を加速させる悪い見本だという考える向きもあろう。だが、核武装についての意見が必ず

しも一致しないように、強力な軍事力になるのであれば日本でも開発を促進するべきだ、と

いう意見もあるだろう。 
AI の軍事利用を抑止するべきという立場からは、特定の領域の情報資源はむしろ利用で

きない方がよいのではないか、という考え方もあるだろう。もっとも、日本の著作権制度で

できることは非常に限られているだろう。 
長期的には人類全体にとってネガティブな影響も大きい事象になるのかは自明ではない

部分が残っているように思われ、部分的には AI をめぐるガバナンスのあり方にもよると思

われる。学習データを日本として制限することは、単独ではほとんど意味がないと思われる

が、仮にこうしたニーズがあるとすれば、政府のとるべき路線は、当面は日本も有力な AI
開発・利用国でありつつ、国際的な議論の場などを通じてガバナンスための働きかけをして

いくことにあるように思われる。これはいわゆる広島プロセスや、フレンズグループとの連

携・協議プロセスを通じて日本が現に採用してきた路線とそう遠くないものであると言え

る。ただし、そもそも広島プロセスは G7 に端を発しておりロシアを排除していること、中

国はこうした国際協調の場から完全に不在ではないが、民主主義国と歩調を合わせて合意

形成をしているわけではないこと、などを考えると、現行の路線では不十分という意見もあ

りえるところだろう。 
もう一方では米国が主導し、日本も協力している先端半導体やその製造技術・機器に関す

る輸出規制がある。これは製造に必須な要素の拡散を制限することで、高度な AI の開発に

歯止めをかけるものと言えるだろう。（核兵器分野におけるプルトニウムやウラン 235、そ

れらを取り扱う施設の規制に喩えて考えられるところもあるだろう。）高性能な生成 AI の

開発・運用が夥しい量の計算資源を必要とする状況が続くことになるのかどうかが自明で

はない点は、控えめに行ってもかなり気がかりであることは確かだろう。また、今後も高度

な AI の開発競争が続き、その文脈では計算資源の莫大な投入が必要になる状況が続くとし

ても、十分に軍用に耐える AI がより小規模の計算資源で開発・運用できるようになる可能

性もあると思われる。 
AI に関する長期的リスクの議論の中には（それが生成 AI の一種として実現することに

なるかはともかく）人間の知性をはるかにしのぐような知性による人類の支配や、人間によ

る制御からの離脱、人間に対する加害、といった更に大きなリスク（人類存亡系のリスク）

についての議論も含まれる 59。また、逆に直近で具体的に報告されている悪用例から見る

と、サイバー攻撃やオンライン詐欺、世論誘導のための影響力工作などで、国家が関与して

いると想定されるものも散見される 60。 
 本稿ではこうした国際安全保障や、より広く安全保障に関わるリスク（国内のテロなど）

 
58 例えばウイルス兵器開発について Service (2023)、化学兵器製造については、Boiko et 
al. (2023). 核兵器製造の技術的知識がより広い主体に広まるリスクについては Allison ＆
Herzog (2025). 
59 例えばテグマーク (2019)、ボストロム (2017). 
60 Anthropic (2025), OpenAI (2025b). 
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については、現状起きているような取り組みが当面は正しい方向であるという前提に立っ

ている。すなわち、開発競争が現にある以上、自国だけが開発を遅らせることにはあまり意

味がないが、リスク低減のための国際協調や、特に懸念がある主体の開発に対する牽制を同

時に進める、といった路線だ。では開発競争が軍事利用の高度化も進めてしまい、そのリス

ク抑制策が失敗するとしたらどうするのか、という問いは残るように思われるが、その場合

でも著作権法で解決・緩和することはできない、と言えるように思われる。日本は生成 AI
開発で最先端を行っているわけではないため、日本で開発された技術が AI の高度化に拍車

をかけ、軍事利用の被害を拡大させる、ということが起こりにくく、米国、中国、欧州など

の開発が進むことで起こる問題がそうした帰結をもたらす可能性の方が圧倒的に高い。そ

のような状況下にあって、日本が反 AI 路線を採るよりも、AI 開発でキャッチアップを狙い

続けつつ、国際協力などで重要な役割を果たし続け、リスク低減を狙う方が良い結果につな

がりやすいと思われる。 
 
３．８．技術的前提 
 いくつもの技術的な前提が存在している点も述べておくべき重要な論点だろう。たとえ

ば投資の規模が AI の性能に大きく影響してきたことは事実だが、それが今後も続くのか、

それともより小規模な投資で性能を高めるような競争が発生するのかについては明らかで

はないと思われる。利用可能なデータが文章や画像に関しては利用し尽くされる可能性が

あるため、その場合には投資規模を増大させることの効果が低減し、投資規模とは異なる次

元での競争がより大きなウェイトを占めることになる可能性も考えられるだろう。（そうで

はなく、あるだけのデータからの学習をこれまで以上の投資規模で大量の計算資源を費や

して非常に巨大なモデルを開発する方向に進展する可能性もあるのかも知れないが。） 
 文章やプログラミングなどのテキストを生成するAIの性能を評価するための数々のベン

チマークで、優れたスコアを獲得してきているのは基本的には大規模なデータを使い、大規

模な計算資源を使って学習した巨大なモデルだ。このような傾向が今後も持続するのであ

れば、巨大資本が AI 開発には有利ということになるだろう。だが、このような路線を進ん

でいくことが AI の発展経路として望ましいのか、また、それが社会のニーズに合致してい

るのかは自明ではないように思われる。現在存在するこの種の AI は、人間用の数学オリン

ピックでトップクラスの正答率を誇り、司法試験に合格し、数十の言語間の翻訳をこなすこ

とができる。多くの人間はこれらの内一つとして達成できないわけだが、このような AI を
相手に旅行の計画を立てたり、悩み相談をしたり、アイディア出しの相手になってもらった

りしているというのは、どうも強みと利用方法のミスマッチがあるようにも思われる。もっ

とも、教育界と同じで、AI を評価する際にも、正解のある問いを投げかけて正答率をベー

スに評価することが採点者の主観が入りにくいという意味では客観的な評価として通用し

やすい。複雑で正解がない問いについての AI の性能を考えると、そもそも人間による評価

が困難で、AI が優れているのかそうでないのかもわからないことが出てくる。例えば複雑

性は高いものの正解が存在するゲームの一種である将棋では、AI の指した手が人間の常識

や理解に反していることがあり、人間による研究の後によい手であったことが判明すると
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いったことも既に起きている 61。 
 AI の学習方法が今後どのように進展していくかによっても、既存のデータから得られる

「学習効果」は異なる。データ量の限界によって AI の大規模化に歯止めがかかり、別の次

元での競争（例えばモデルの小型化、利用時の計算量の小規模化など）が進展するのか、投

資規模が競争力を大きく左右する状況が続くのか、それがいつの時点まで続くのかは自明

ではないように思われる 62。AI 生成物を含んだデータからの学習はしばしば AI 生成物を

含まないデータからの学習に比べて結果が劣ったものになる（モデルの性能が低くなる）こ

とが知られているが、その度合いが軽減される可能性がないのかも、今後の研究にかかって

いるところもあるように思われる 63。 
 
３．９．小括と考察 
ここまで検討したような様々な論点を踏まえると、さまざまな前提条件が満たされるの

であれば、日本の現行の著作権制度によって、生成 AI の開発・普及を促進することは得策

であるように思われる。だが、裏を返せば、そのような考え方を再考させるような状況が到

来する可能性もまた、様々に考えられるということになる。 
例えば生成 AI の利用価格が何かの理由によって上昇し、広い普及が望めなくなったらど

うか。その場合には経済的な恩恵もまた小さくなり、現行の制度を維持する理由はあまりな

くなるかも知れない。（その場合には直接・間接に損害を受ける人というのも減り、制度を

変更する理由もあまりなくなるかも知れないが。）技術状況が変わり、AI 生成物を学習デー

タに有効に使うことができるようになるとか、データを大量に使わなくても優れた学習で

きるようになったなどの理由で制度を維持する意義が小さくなる日が来るかも知れない。 
個別の論点についての検討から一歩下がり、オープン化の概念との関係でこれらの論点

をより抽象的に概観すると、他分野のオープン性の議論とはやや異なる議論になっている

点があるように思われる。オープン性（参加性、学習データであれば様々な人が著作物の学

習データとしての使い道を考案し、実際に利用してみることができる可能性）を高めること

が結局、より多く・より多様な主体の参加につながるわけではなく、特定少数の主体の影響

力を増強し、その主体がオープン性の恩恵を受け取ることになるのではないか、という懸念

があることが一つの大きな特徴と言えるように思われる。 
著作物のオープン化は、政策論議の文脈では典型的には「権利者団体」、映画スタジオや

音楽レーベルなどの「メジャー」のような大きな資本が代弁する権利者の意向と、社会に薄

く広く存在する多種多様な利用者の意向との対立構図の中で、前者の排他的権利（著作権）

を弱め、後者により多くの影響力や決定権を与えることがオープン化であり、そこからは社

会のメリットも、権利者のメリットも得られることがある、という点に注目する傾向があっ

たように思われる。AI をめぐる政策論議では「権利者」の側には権利者団体などに組織化

されていないクリエイターを多く含んでいる。その中には創作活動から大きな経済的な利

益を得ていない副業的なクリエイターなども含んでいる。もう一方の利用者の側には、巨大

 
61 古作 (2023), 岡部, 市川 (2025). 
62 学習用データの枯渇問題については、専門家の間でも意見が一致しているわけではな

い。例えば Maslej et al. (2025).  
63 幡谷 (2024) , Lee (2025) Shumailov, et al. (2024).  
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な AI 開発企業も含まれている。そのような状況下でのオープン化は、特定少数に集中して

いた権限をより多様・多数の人に分散させ、そうした人が影響力を行使できるようにする、

という構図では整理し切れない部分が多い。これが特定少数の強者による不特定多数の弱

者の搾取になる、という整理は単純化し過ぎて不正確なものだが、オープン化が幅広い人の

「エンパワーメント」になり、これまで影響力が弱かった人の影響力が強くなる、というよ

うな変化にはつながらないかも知れない。 
もっとも、生成 AI の利用者を考えると、それまで文章や画像などの創作スキルを十分に

持ち合わせていなかった人でも自分の発想や好みを手掛かりに、あるいは他の利用者の利

用データを手掛かりに、さまざまな生成をすることができるようになる、という面がある。

これは比較的単純なオープン化の効果に近い。検索や文書の読み解きが苦手な人にとって

のサマリー機能や、外国語のスキルが低い人にとっての翻訳など、テキスト生成の AI を用

いることで物事を知り、学ぶことのハードルが低くなり、幅広い人に手が届きやすい活動に

なる効果もあると思われる。 
もうひとつ、生成 AI という形での著作物の利用は、社会にもたらすデメリットがかなり

大きくなる可能性も議論されている。社会が広く被る損害と、著作物のクリエイターの被る

損害と両方について非常に大きなリスクの議論がある。他の領域で議論されてきたオープ

ン化で議論されてきたデメリットと比較して突出して大きなデメリットが発生するかも知

れない、という議論があるのは気がかりな特徴ではある。（あくまで発生する可能性の議論

であって、発生するかどうかが見通せるわけではない点には留意は必要ではあるものの）。

2010 年代中盤の AI による大規模失業論がその後の研究によって訂正されたように、こう

したリスクについての議論も、今後より小規模で具体的なリスクの議論に置き換わってい

く可能性もあろう。だが、現段階でそうなることを確信するには、十分な判断材料はそろっ

ていないように思われる。また、有効なリスク対策は日本国内での生成 AI の開発・普及を

抑制することではないように思われる。 
また、社会全体としてはメリットが大きいとしても、生成 AI の普及の恩恵を受ける人と

損害を被る人がそれぞれ不均一に存在し、異なる職種・業種への転換や業務内容・業態の変

更などが必要になるケースが出てくると思われるため、基本的には何らかの再分配政策が

望ましいと考えられる。そこで次節では、学習データのガバナンスに再分配政策的な意味合

いを持たせることの是非や、あるべきデータガバナンスの制度設計について検討したい。 
 
４．政策とガバナンスによる対応 
これまでの検討から得られた対策の方向性を総合すると、再分配政策は望ましいが、直接

AI 開発企業などからその原資を得るのではなく、自由で公正な競争に任せつつも、経済全

体が得られる恩恵の一部を、特に損失を被る人々への支援に充てるべき、ということになる。 
 この方向性について更に肉付けを試みたい。 
 
４．１．学習データの提供者への対価の支払いの現実性 
学習データをめぐるガバナンスの一つのあり方として、学習データの提供者に対して対

価を支払う方式が考えられる。現に存在している取り組みを参考に考えるなら、このような

取り組みは、個々の画像を提供してくれる者への支払い、まとまった量のデータを提供する



総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第９巻第１号 
Journal of Information and Communications Policy Vol.9 No.1 

ⅠA－84 
 
 

プラットフォーム事業者への支払い、などの形をとる。このような制度のメリットは、学習

データの無断利用に変えて、有償の許諾ベースの利用に切り替わることで、学習データとし

て無断利用される側の損失を補填できることにある。 
このような制度の最大の問題は、AI 開発に関する参入障壁を高くし、資本力の乏しい大

学やスタートアップなどの事業を困難にする点にある。大企業は相対的に有利になる。 
具体的な数字を少し参照してみることで多少この困難のレベルを推しはかる助けになる

だろう。画像生成系の AI について見ると、例えば LAION-5B と呼ばれる画像データセッ

トは画像生成系 AI の学習データとして用いられることがあるが、規模としては 59 億点程

度にのぼるとされる 64。DALL-E 2 は公開資料によると 6.5 億点程度を学習に使っている

65。DALL-E は 2.5 億点 66、Imagen は 8.8 億点、Stable Diffusion の初期バージョンは 23.2
億点程度を学習データとして利用している 67。 
テキスト系データに目を向けると、Common Crawl や The Pile と呼ばれるデータが学習

データとしてしばしば言及されるが、前者は月次のリリース単位で見るとおおよそ 30 億ペ

ージ前後を捕捉し、とりまとめたものになっている 68。Meta 社の Llama は当初、この

Common Crawl の 2017 年から 2020 年までのものから取捨選択したものを主要データの

一部として用い、分量的には全学習データの 3 分の 2 程度を占めていると報告している 69。

The Pile は Common Crawl の一部を含め、質が高いと想定される多様なデータセットから

成っている 70。規模はファイルサイズにして 900GB ほどで、発表当時の Common Crawl
データセットのおおよそ 60 分の 1 程度と推定されている。それをウェブページに単純に換

算すると、0.5 億ページ分程度ということになろう。 
学習利用の適正価格は自明ではないが、仮に画像 1 点につき 10 円を１回だけ払うとして

25～250 億円程度の予算が必要となる。ウェブページに同様のレートを適用すると、5 億円

～数百億円ということになるだろうか。画像一枚当たり 10 円、あるいはテキストページ 1
ページ当たり 10 円の支払い額は、おそらく自分の仕事が生成 AI によって脅かされる可能

性を考えている人にとっては全く十分な額ではないと思われるが、AI 開発企業はこれを払

えるだろうか？ 2021 年の日本のベンチャー企業の調達額は総額（つまり全ベンチャー企

業が調達した額の合計）で 8,000 億円、1 件当たりの調達額はレイトステージでも平均数億

円規模であるとされる 71。 この規模の産業に、1 回の支払いであっても数十億円の負担を

求めることは難しいように思われる。日本の AI スタートアップの中でも大手と思われる

SakanaAI は 2024 年に約 300 億円の資金調達をしたと報じられている 72。この程度の規模

 
64 Schuhmann, et al. (2022).  
65 Ramesh, et al. (2022). 
66 Ramesh, et al. (2021). 
67 Imagen については Saharia et al (2022)に学習データについての説明がある。 Stable 
Diffusion v1-1 は Rombach & Esser (2022)によると LAION-2B-en を用いているが、

Schuhmann et al. (2022)によるとこのデータセットは 23.2 億点規模である。  
68 Common Crawl (undated).. 
69 Touvron et al. (2023). 
70 Gao et al. (2020). 
71 松井. 文谷 (2022). 
72 浦中 (2024). 
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の企業であれば可能性はあるかも知れない。 
大手の AI 開発主体の資金力はどうだろうか。報道によれば、OpenAI 社は、2025 年 8 月

に 1 兆 2000 億円超の資金を調達している。これは 2025 年を通じて 6 兆円程度を調達する

計画の一部とされている 73。同社はモデル開発や提供だけを行っているわけではなく、デー

タセンター構築に今後数百兆円規模の投資をする計画があることを述べているため 74、専

業の AI 開発主体と比較するのは若干厳密さを欠くところもあるかも知れないが、投資規模

には相当の違いがあるとは言えるだろう。同社の収益は 2 兆円近いと思われる 75。マイク

ロソフト社は 12兆円程度のデータセンター投資を今年度に予定していることも報じられて

いる 76。これらを含め、AI インフラへの投資額は大きなものになりがちであることが総務

省の資料からも伺える 77。GPU の不足が頻発したことなども関係していると思われる。

2023 年度の日本の主要通信事業者の投資規模や売り上げに対する研究開発費の割合を米中

の大手テック系企業と比較すると、日本には例外的に年間１兆円程度の研究開発をしてい

る通信事業者は存在するが米国では大手テック企業が 5-7 兆円程度を研究開発に費やして

いることが伺われる 78。なお、日米以外で主要な生成AI開発主体としてフランスのMinstral
社を挙げることができるように思うが、同社の資金調達額は 25 年 9 月のラウンドで 2 兆円

規模であることが報じられている 79。画像系生成 AI の開発元として知られる Stability AI
は 2024 年に 120 億円程度を、ドイツの Black Forest Labs は同年 40 億円程度を調達して

いる 80。 
このような資金力の差を考えると、一部の大手 AI 開発企業にはこうした支払いは可能か

も知れないが、日本の AI ベンチャーなどは参入が非常に難しくなるのではないかと思われ

る。このような支払い負担が日本で導入されるとなると、おそらく日本の AI ベンチャーへ

の投資なども減るのではないだろうか。 
 実際に生成 AI の中で学習データ提供者に支払いをしている例として Adobe 社の Firefly
が知られている。その金額については報道レベルでも確認できるデータはほとんど存在し

ていないようだが社内文書によると 10 ドル以上の支払いを得た人は 100 万人強の適格者

の中で 6.7 万人だったとの報道がある 81。オンラインフォーラムの投稿では、2 回の支払い

額の合計を投稿した画像数で除すると、1 枚当たり 3 セント弱と報告している投稿がある

82。日本には似た仕組みの事業として AC ワークス社の AC 写真 AI ラボというサービスが

 
73 Sorkin et al. (2025).  
74 Heath (2025). 
75 Sigalos (2005) 
76 Newman (2025) 
77 総務省(2025). （資料編「主要な AI 開発事業者の投資状況」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00028
） 

78 総務省 (2025) （図表Ⅱ-1-1-16 日本大手通信事業者と GAFAM・BAT との研究開発

費の比較） 
79 Clark (2025). 
80 Sriram &Hu (2024), Nuñez (2024) 
81 Kim, E. (2023).  
82 jar (2024). 
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存在している 83。画像生成 AI の学習データ画像を提供した者に対し、生成画像 1 枚につき

3 点までの影響力の大きな画像について対価を支払うもので、支払額は 1-3 円程度である。

この生成 AI の学習データは 1,000 万枚程度と小さいが、どの程度の利用量があり、それが

学習データ画像 1 枚あたり平均いくらの支払いになるかなど具体的なところは開示されて

いないと思われる。 
 
４．２．支払い対象者の限定とそれが生む追加的コスト 
もっとも、仮に支払をする場合でも、外国人はそもそも手続きをするのにお金がかかりす

ぎるため、10 円や 100 円程度のお金であれば受け取ろうともしないであろう。学習データ

用の画像はスナップ写真や製品の説明画像など、様々なものを含んでいるだろう。これらの

中から、たとえば写真やイラストなどとして販売されている作品だけに限ることにし、いわ

ばダメージを被る可能性がある人に対して補償を行うような制度にすることも考えられる。

このようにして、仮に支払額が 500 分の 1 以下になり、1000 万円程度になったら支払える

だろうか。日本の AI 開発企業の中にもこの程度の額であれば支払える企業は多くあるかも

知れない。大学などの研究機関にとっては厳しい額になっているかもしれない。同様に、文

書系の生成 AI については、脚本家やエッセイスト、ライター、ジャーナリストなどに限定

して対象にすることが考えられるのではないだろうか。ただし、1000 万円という規模から

容易に想像できるように、これは生業に大きなダメージを受ける人を広く補償するための

金額としては全く不十分なものになるだろう。 
金額を縮小する場合には、もう一つ別の困難も発生する。趣味として（ただの消費活動の

形で）写真やイラストを公開している人々や小遣い稼ぎ程度の趣味と実益を兼ねるような

形で公開している人々の分について補償がされないことになるとして。この辺りの対象者

のくくり方や、実際にどのような形で適切な対象者だけを特定し、支払いを行うのか、とい

うことを考えると、実際に支払う額以外にもそもそも支払い手続きに多大な費用がかかる

ことが予想される。 
 その点に対処するべく、支払いをめぐるコストを圧縮し、中小の AI 開発者でも支払える

ようにするために、関連の業界が協力して補償金の収集・分配の制度を立ち上げ、運営する

ことも考えられる。その設計なども含めた手続きや、その前段の合意形成等には数年程度の

時間がかかると思われる。その間に生成 AI の技術動向が変動する可能性なども考えられる

ところで、そこからもガバナンスのあり方としての難点を感じる。 
 もう少し実効性が高いのではないかと思われるのは、投稿型サイトの類、大手のプラット

フォームがこの仲介を行う制度だ。このようなサイトは、投稿者とアカウントを通じてつな

がっており、場合によってはサイトの利用料を徴収するなどの金銭的取引をしている場合

もある。このような大手サイトが AI 開発企業から金銭的支払いを受ける代わりにデータの

提供を行っているというニュースは散発的ながら存在している。同じコンテンツを複数の

サイトに投稿している者は複数回の支払いを受けることになるなどの明らかな問題があり、

また、中小規模のプラットフォームは AI 開発企業から興味を持たれにくいために、大手投

稿サイトが投稿者の獲得競争上有利になるのではないか、という問題もある。だが、中小サ

 
83 IT Media (2025b). 
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イトが連合体を作ることが許されれば、その点は克服できるかも知れない。 
 この方式の問題点は、大手開発者が有利になりやすいと思われる前出の点である。例えば

Reddit は Google や OpenAI との契約を通じてデータの提供をしているとされるが、ロイ

ターの報道では Google の支払い額は 1 年間に 6000 万ドル程度であるという 84。当時の円

ドル為替相場で換算するとおよそ 90 億円程度になる。金額が公表されないことも多いが、

Shutterstock 社が 2500 万ドルから 5000 万ドル程度のデータ提供契約を複数社と締結して

いる、Freepik 社は画像 1 点当たり 2 セント～4 セント程度（数円）で自社保有の 2 億点程

度の画像を提供している、といった報道もある。（ということは 5～10 億円程度の売値にな

っていると思われる 85。）このような報道を割り引いて受け止めることにして、例えば、あ

る程度高い価格での提供であるからこそ公表され、報道されている可能性がある、実際の市

場相場は報道されていないもっと安価な取引を含むはずだ、と考えることにしても、やはり

参入障壁としては無視できるレベルではないと思われる。 
 
４．３．支援対象の範囲等に関する疑問 

 関連する論点として、生成 AI の普及と共に損害を受けることになるであろう人々が政策

的な救済・支援策の対象として特別なのか、という疑問がある。 
 例えば、10 年近く前に遡って、生成 AI とは違うが似たようなケースを考えてみることが

できる。生成 AI が注目を集めるようになる以前には、現在では識別系 AI と呼ばれるよう

な機械学習（中でも深層学習）の応用可能性について多くの議論が行われ、そこでも幅広い

応用可能性、経済的な恩恵や損害が議論された。この領域でも、AI にデータを提供するこ

とで職を失うリスクが高まる人がいた点について、どう考えるべきだろうか。例えば、放射

線科医である。機械学習の分野で世界的権威であるジェフリー・ヒントン氏は放射線科医が

AI によって代替されることを予言した。2016 年のことだった。予言では 5 年か 10 年以内

に深層学習が放射線科医を代替することが「完全に明白」とのことだった 86。このような AI
も学習用データを必要とし、そのデータが単に検査画像だけでなく放射線科医の判断した

内容などを含んでいることが重要となる 87。ではこのような立場にある放射線科医はデー

タの提供を拒む、相当の許諾料を要求する、AI 開発の遅延のために働きかける、といった

行動をとるべきだろうか。また、著作権法上はこうした医師の判断内容やその記載などは著

作物としては保護されないことがほとんどだと思われるが、著作権を拡張して、こうしたデ

ータも保護の対象とし、AI 開発企業に対して許諾料を請求する法的根拠を与えるべきだっ

ただろうか。難しい問いだが、昨今の生成 AI とその学習データ利用から直接的に損害を受

けるかも知れない人だけを特別に著作権法で保護するべきなのか、という点はこのような

「ほかの AI」を考えると疑問が大きくなる点である。もちろん、これを更に拡張して「AI
は特別なのか」と問うこともできる部分がある。ウィキペディアが台頭したことで、既存の

百科事典や用語事典などの中には事業継続が困難になったものがあると思われる。（マイク

ロソフト社の所有下にあったエンカルタ百科事典や、その元になったと思われる Funk & 
 

84 Tong, et al. (2024).  
85 Paul & Tong (2024).  
86 Hinton (2016), Byju (2024).  
87 町田 (2023).  
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Wagnalls 百科事典を考えることもできるだろう。ブリタニカなどの百科事典の執筆・編纂

者にとっての収入機会の逸失を考えることもできるだろう）。ブログやオンラインメディア

などの台頭によって衰退に拍車がかかったと思われる雑誌業界で廃刊になった雑誌を想定

することも出来るかも知れない。上述のマイクロストックフォトの台頭と共に、ストック写

真からの収益が大きく減ってしまったであろうプロの写真家を想定することもできるだろ

う。こうした人々への補償は行わないものの、生成 AI の学習データとして利用されたクリ

エイターに対しては補償を行う、ということをどう考えたらよいかは自明ではない。 
ちなみに、ヒントン氏の予言は 2016 年の時点で、その後もそうした説は珍しいものでは

なかったようだが、結果として今日まで著作権法は拡張されず、放射線医は AI を利用はし

ている例も少なくないものの代替されてはいない 88。加えて、米国では AI への注目度が上

がった時期には、放射線科医のなり手が減った 89。おそらくはそれも手伝って放射線医不足

が深刻で、燃え尽きも非常に多いため AI を必要とする状況になっているとも言われる 90。

日本でも検査機器の高度化に伴いデータ量が増大しており、担当医の負担が増加している

との指摘もある 91。こうした経緯を見ると、ガバナンスや政策の失敗リスクも気になるとこ

ろだ。つまり、代替に関する説が外れる可能性があり、AI の開発が進んでも性能面で想定

以下の伸びしか出ない、普及面では現場の業務フローとの親和性、その他の理由で想定以下

にとどまる、などの理由でそもそも事態が大きく変動しない可能性がある。また、AI が脅

威になるのか必要になるのかについても不確実性がある場合もある。こういう状況下では、

「直接的に被害を受けるであろう人を事前に保護する」ようなガバナンスや政策が失敗す

ること、政府による政策であればいわゆる「政府の失敗」につながることは、驚くには値し

ないように思われる。生成 AI をめぐっても、こうした状況はあるだろう。 
生成 AI の領域はかなり技術の先行きが見通しにくい領域のように思われる。そもそも大

規模言語モデルの性能がここまで高いものになること自体が専門の研究者にとっても想定

外の出来事であったとしばしば言われ、半年先の展開もまた非常に予測が難しいとする研

究者もいる。 
こうしたことからも、生成 AI の活用によってさまざまな職場で効率化が起こるのであれ

ば、それを止めることはせずに、転職や業務内容変更などが必要になった人を支援するよう

な、「損害」が発生した際の支援・救済制度を充実させる方がよいのではないか。その場合

には、データの提供者であるかどうかではなく、また、生成 AI であるか（生成 AI とは異

なる）識別系の AI であるか、その他の理由によるかなどを区別し、ある技術の被害者は支

援するが別の技術の支援者は支援しない、という風に扱いを変える必要もないのではない

かと思われる。 
出産・育児であったりうつ病など健康上の理由であったり、家族の引っ越しであったり、

職場の人間関係であったり、待遇面への不満であったり、キャリアパスに関する考えであっ

たり、会社の倒産や人員整理であったり、契約の終了であったり、人は様々な理由で離職し、

 
88 日本貿易振興機構 市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課 ニューヨーク事務所 (2022). 
89 横山, 桶川 (2021). 
90 中田 (2024).  
91 梶川 (2024), 町田 (2023).  
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失業者になるが 92、ことAIとの関係で議論されることが多いリスキリング政策については、

AI 普及との因果関係が認められる失業・離職などに対象を限定する必要はない面が多いの

ではないかと思われる。因果関係の確認自体が非常に大変になると思われることが主な理

由だ。どういった人材が離職するのかを把握することはリスキリングに関する制度設計や

運用には有益だが、それも AI 起因の離職にのみ限定する理由はないように思われる。 
 
４．４．著作権制度の扱い 
著作権については、大きく２つの主要な論点があるように思われる。ひとつは生成 AI の

ような技術の普及を受けて、作風などこれまで著作権法で保護してこなかった領域に保護

を広げるかどうか、という点である。もうひとつは学習データ利用を可能にしている著作権

法の規定（権利制限規定）の可否や規定ぶりである。 
１つ目の論点については、作品に人々が求めるものと、著作権法が保護する対象のズレだ。

著作権法は創作的表現を保護するもので、作風と呼ばれるものにはあまり及ばない。法律の

世界の言葉なので「創作的」も「表現」も一般人が考えるような意味とは少し違っていて、

やや広いが、それでも作風と呼ばれる領域にまではあまり及ばない。 
では人々は個々の作品の特定の創作的な表現をどこまで欲しているのだろうか。その特

定の作品でなくても、似たような作風の別の作品でもよかったのではないか。一部の著名な

作家については、「この作家が創作した本物の作品である」という類の性質を持つことが重

要で、似ているだけの作品には価値がないということになるだろう。だが、数多く存在する

作家のほとんどについて、あまり細かく把握も区別も出来ていない人がほとんどなのでは

ないだろうか。 
作品の表現部分は保護され、作風部分は保護されず、両者はこれまで分離できない形で流

通してきたので問題がなかったが、生成 AI はこの分離をある程度可能にしてしまったため

に、かなりの人々が、著作権で保護されていない部分で満足してしまうことになるのではな

いか。 
では人々が価値を感じる作風にも著作権の保護が及ぶようにするとよいのではないか、

という考え方も当然あるところだが、作風の保護をしてしまうと、かなりの程度文化が停滞

してしまう可能性も考えられるのが悩ましいところだ。絵画のような視覚芸術でも、音楽や

文学でも、流派や主義のようなものがあり、ある作家のある時期の作風が別の作家に影響を

与えるということはしばしば起こる。これを著作権で保護してしまうというのは、かなり広

い範囲の模倣を禁止してしまうことになり、いわば流派の形成も（許諾を伴わなければ）で

きない、といったことになりかねない。 
そして、著作権の領域では、このような、創作的な表現ではない要素について保護を求め

る要求は非常に多く存在している。生成 AI とも関係が深いところで言えば、ジャーナリズ

ムの領域では、事実の情報についてもそれをスクープした報道機関に独占権を与えてはど

 
92 日本におけるの離職理由は総務省(2023)の p.26 表 8-2 や厚生労働省(2025)の p.23 付表

3-1 などから伺える。AI などの技術が直接の理由になっている選択肢はそもそも存在して

いないが、技術の普及と共に変化する経営環境に会社や自分がついていけないことが離職

につながる、といった事情がある場合でもこうした統計の複数の項目に反映されることに

なると思われる。 



総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第９巻第１号 
Journal of Information and Communications Policy Vol.9 No.1 

ⅠA－90 
 
 

うか、という議論がある。確かに報道機関は専門家を動員して、時間やお金をかけて調査を

行い、独自の重要な事実を発見するようなことがある。事実自体は保護の対象ではないから、

スクープの内容は、ほかの報道機関によっても報道されることになる。それではスクープを

した報道機関は十分な投資回収ができない、そうするとお金のかかるような調査報道への

関与や、本当に重要な発見につながるかどうかが不明瞭な件について調査をしていくよう

なリスクは減らざるを得ない。これはこれで社会の損失となる。ところが事実の情報につい

ての報道の権利を独占させると、ニュースの流通が停滞するから、こちらもまた非常に大き

な損失を招くことになるだろう。 
ほかにも著作物であるという主張が法廷で退けられて、著作権法の保護対象ではなくな

ったものの、努力や投資の結果生み出されたものはいろいろある。学術的な研究の結果到達

した概念の定義、スポーツのルールなどもそこに含まれる。こうしたあれこれが「著作物」

になるとすると著作権を持っている人から許諾をもらわなければ複製や改変ができなくな

る。他にも実用品（椅子の形状、公園の滑り台の形状など）については長年著作物ではない

とされる傾向が強かったものが認められる例が出てきて、その基準がまだ明確に統一され

ていない状況にあるように思われる。こうした文脈を意識すると、生成 AI に関連して著作

権の保護範囲を拡大することが適当とは言いにくいと思われる。 
事実情報は文章生成をするような生成 AI では頻繁に利用され、それ故にウェブサイトへ

の訪問者が減少するということは起こっているように思われる。報道機関の弱体化は民主

主義にとっても大きなリスクになるとは思うが、他方で事実情報に著作権による保護をか

けるというのは社会全体にとっての被害が甚大になり過ぎるだろう。絵画やイラスト、写真

などの作風については、それに比べると被害が少ないかも知れないが、流派形成やほかの作

家からの影響を受けた創作などが厳しく制限されるほど文化の停滞につながる面はあるだ

ろうと思われる。 
更に言えば、受け手が価値をおいているのは、作風ですらない場合も多くあると思われる。

つまり、ある作家 A のある作品 X を楽しみたい、ではなく、また、ある作家 A のような作

風の作品を楽しみたい、でもなく、例えばアニメ風とか、リアリズムとか、昭和レトロとか、

優しい感じとか、スタイリッシュな感じとか、非常に抽象的なレベルでは好みがあるかも知

れないものの、より具体的にはそれほど細かいこだわりがない場合も多いのではないか。こ

れは画像生成 AI サイトで人々がどのような画像を生成しているか、どのようなプロンプト

や追加学習モジュールを使っているかなどを観察すると気が付くことだが、細かいこだわ

りを持っていない人はかなり多いという印象を持つ。（反面、特定の作品の特定のキャラク

ターに強く興味を持って画像生成をしている人なども多く存在しているという印象も持

つ。）そうだとすると、仮に画風と呼ばれる領域をある程度著作権法で保護することができ

たとしても、人々が画像生成 AI の生成物を使うようになって写真やイラストに対する需要

が減少する、という事態は大きく変わることはないかも知れない。 
もっとも、著作権制度についてはもうひとつ主要な論点があると考えられる。上に 2 つ

目の論点として言及したものであり、本稿の中心的な関心でもある。生成 AI と著作権の関

係では、そもそも似た画風の生成を禁止するかどうかといった「生成」以前の工程に問題が

ある、という見方ができると思われる。というのも、アウトプットの生成に関しては原則侵

害がないと言えると考える場合であっても、学習用データを収集・加工する段階ではそのデ
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ータの複製をしているためだ。このようなデータの収集・加工部分だけを原則違法にしてお

けば、当面の生成 AI の研究開発は停滞し、許諾を得られるデータのみから学習することに

なる。例えばオプトアウトの可能性を確保することでも、少なくとも当面は、学習データの

利用しやすさを大きく低減させることができる。EU では、識別系の AI を想定して学習デ

ータの利用をしやすくしたものの、生成 AI にもこれを適用することが妥当なのか、かなり

議論があることも伺える 93。 
別の角度からは次のようにも言えるように思われる。一方では、著作権制度は既存のビジ

ネスモデルを保護することを目的とするものではなく、技術環境の変化によって既存のビ

ジネスが成立しにくくなる時にそれを救済する形で既存の文化産業を特に優遇する必要は

ない。また、その技術環境の変化が著作物の創作的な表現ではない部分の利用（事実情報や

作風など）に留まるのであれば、著作権法の基本的な原則を変更してまでそれを禁止する必

要はない。他方で、この変化は 2018 年の著作権法の改正を背景に可能になっていると見る

こともできる 94。しかも、大手の開発者以外は、おそらくは十分なライセンス料を支払う能

力を持ち合わせていないと思われる（これについては後述する）。著作権法改正がなく、無

断での学習データ利用が著作権侵害になっていたのであれば、多くの AI 開発企業は日本の

データを利用できず、無断で利用した企業が訴訟を通じて破産することも考えられただろ

う。無断利用を禁じるという著作権法の基本的な原則を変更してまでそのような十分な支

払い能力を持ち合わせていない新興技術を支援する必要はないのではないか。ましてや、そ

れによって既存の文化が大きく衰退してしまう可能性もあるとなれば、慎重に検討するべ

きではないか。そのように考えるなら、せめてオプトアウトを可能にする、あるいは補償金

制度を創設するといった対応が適当なのではないか、とも考えられる。 
もっとも、これについても反論が考えられるところで、「無断利用を禁じるという基本的

な原則を変更」したのかというと、学習データ利用をめぐる著作権法改正は、著作物の「享

受」をしない利用について無断での利用が可能だという規定を導入しているので、むしろ著

作権法の原則に含まれている内容を明文化しただけに過ぎないと見ることも出来るように

思われる 95。 
そもそも現状の制度は、柔軟な著作権制度を設けることで、イノベーションを推進するこ

とが望ましいとの観点から設けられたもので、与党による方向性の明示や知財戦略本部の

決定なども含む議論の過程を経ている 96。AI に限らず、個別の規定を導入することで、次々

に登場する様々なサービスや著作物利用行為を合法化するよりも、著作権法が本来保護す

るべき利益である著作物の享受利用に関わる部分以外の著作物利用について、柔軟に適法

性を判断できる制度を設けることが日本のためには望ましいという判断が背景にある。AI
を後押しするのもそのような取り組みの一環だった。その経緯を考えると、既存の著作物を

 
93 Lucchi (2025). 
94 文化庁 (2018a), 文化庁著作権課 (2019). 
95 この考え方に近いものとして前田 (2024)がある。「AI の促進のために著作権の保護の

後退を強いているわけではない」とも述べている。 
96 与党の関与については自由民主党政務調査会 (2016)、当時の文脈を知る手がかりとし

て大野 (2016)、榊原 (2016)。行政側の経緯については、文化庁 (2018a, pp.1-11; 2018b, 
pp1-8). 
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活用することで新しい技術開発や産業が生まれることは制度で想定され、望まれていたこ

との範囲ではあるだろう。それが著作者の利益として保護するべき部分（著作物に表現され

ている思想や感情を享受すること）を保護し続けている点もその通りである。その文脈では、

立法の過程で想定していたさまざまなイノベーションの一つが、この柔軟性をベースに成

立していると言える。それが日本にメリットをもたらすようなイノベーションになってい

る、という点でもおおむねその通りと言えるだろう。 
とはいえ、このような形で生成 AI が急速に台頭することが予期されていたわけではない

だろう。生成 AI は 2022 年の ChatGPT の爆発的な普及以前にも存在しており、いわゆる

識別系の AI を中心とした政策論議の中でも取り上げられる機会はあったため、完全に想定

外だったということはない。また、生成 AI に対して、政府や与党は基本的にこの開発や利

用を後押しすることを重視した政策を打ち出しているが、2018 年の法改正に至るまでの議

論の過程で、2022 以降には今日のような生成 AI の高速な高度化や普及といった事態が起

こることを意識していたら（その是非はともかくとして）別の法制度になっていたのではな

いか、という疑問は残る。 
米国では、同じ柔軟性を確保したフェアユース規定により合法であると考えられるもの

の、これは法廷の判断を待つ部分も多く、本稿執筆時点ではそれほど判例動向が明確になっ

ていない。違法にコピーされている著作物（いわゆる海賊版など）を収集してそれを学習デ

ータとすることについては違法とする意見が出ているなど注目に値する個別的な論点が出

ているものの、例えば最高裁判例が出るなどしてどのような範囲の学習データ利用がフェ

アユースに該当するかがおおむね明らかになった、という状況になるにはまだ時間がかか

るように思われる。 
EU では基本的には権利者がオプトアウトできる余地を確保しており、AI 法および著作

権指令を通じて生成 AI の学習データ利用を拒否できるように規定が盛り込まれている 97。

ただし、これについては国際的に見ると AI の開発を不利にする制度であるという指摘もあ

る。例えば、日本のような制度が AI 開発にとっては望ましいが、著作者が新たな創作活動

を行うインセンティブを考えるなら、オプトアウトは禁止するものの補償金などを支払う

仕組みを創設することが望ましいとする論などもある 98。 
現時点では判断が難しい部分があるが、日本が米国や EU に合わせることにメリットが

 
97デジタル単一市場における著作権指令 第 4 条(3)、および AI 法第 53 条(1)(c)が汎用 A の

学習データのオプトアウトを可能にする義務を定めている。AI 法の 53(4), 55(2), 56 条の

規定を受け、European Commission (2025)の汎用 AI 向け実践規範(The General-Purpose 
AI Code of Practice)では、AI 法に定められた義務の履行法の一例を明確化している。こ

こではオプトアウトについて IETF の RFC 9309 に言及しつつ、robots.txt によるオプト

アウトに対応することが義務の履行の一部をなすとしている。なお、この実践規範の性質

上、この規範に従わなければ即 EU AI 法に違反することになるわけではなく、この規範に

従っていれば規制当局は法を遵守していると前提するが、それ以外にも遵守する方法があ

りうるということになっている（いわゆるセーフハーバー的なアプローチになってい

る）。従って、EU は IETF RFC 9309 の定める robots.txt への対応を義務付けられたとま

では言えないが、それに近い状況が存在することになる。また、Google, OpenAI, 
Microsoft, Mistral, IBM など AI 開発企業がこの規範を採用する旨を表明している。 
98 Peukert (2025).  
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あるかどうかを考えると、補償金の支払いや許諾料の支払いなどといった金銭的な支払い

の仕組みを意味のある額と共に確立することが難しいという上述の前提に立つなら、メリ

ットは大きくはないように思われる。それよりも学習データの利用を容易にしつつ、性能の

よい生成 AI の迅速な開発やその普及を後押しし、そこから社会全体が得られるメリットを

前提に、リスキリングのような制度を充実させる方がよいように思われる。ただし、オプト

アウトのような拒絶を可能にすると、どれだけのクリエイターが創作の意欲を維持できる

ことになるのかは現段階では判断材料が乏しく、文化全体への大きな影響・損失があるかど

うかについても不明瞭な部分が残るように思われる。 
 

４．５．自主的な制度形成とガバナンス  
 本稿のような検討の文脈でもう一つ注目に値すると思われる提案がある。現段階では草

稿的なものに過ぎないが、米国に本拠をおくクリエイティブ・コモンズが提案している CC 
Signals（以下 CC シグナルと表記する）というものだ 99。今後の展開については不明瞭で

あることから、詳細部分について立ち入って議論することは本稿にとってあまりメリット

はないと前提して概略的な特徴に着目すると、法的強制力を持たせず、民間の自主的な秩序

形成を試みている点と、ある種の互酬性や公正性を志向している点、その互酬性をいくつか

の種類に限定していることについては、興味深く、また、独自のメリットもあると思われる

ため、そうした特徴を含め以下にもう少し説明し、メリットを述べてみたい。 
 この制度は、まとまったデータセットを保有する者（上述の Reddit やいくつかの画像系

サイトはこれに当たると言えるだろう）が、データ利用を望む者に対して、どのようなリタ

ーンを求めるかの意向を表明できるものとしてデザインされている。 
 クリエイティブ・コモンズといえば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスという著作

権に関わるライセンスがあり、こちらは法的に有効なものとなるようにデザインされてい

るが、CC シグナルは法的強制力を持つわけではない意向の表明となっている。意向の内容

は有限の要素に限定されており、データを提供したコミュニティへの還元や開発された生成

AI をオープンソースとして公開することなど、データ提供者個人などへの直接的支払いと

は違う形での利益還元が含まれている点にも特徴がある。 
 この背景には、クリエイティブ・コモンズが重視するコモンズの維持可能性や公正性への

関心があると説明されている。本稿の文脈で言えば、生成 AI の開発主体がクリエイター（学

習データの「提供者」）から恩恵を受けながらもそれを還元しないという構図があり、それ

が続くようなら「コモンズ」が維持不可能になってしまう、というものだ。例えばそれは新

しい創作活動が減ってしまうこと、創作されたものがネット上で公開されなくなってしま

うこと、更にはそうした作品がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのように広く公衆に

利用を許可するライセンスの下に提供されなくなってしまうこと、などを含んでいると思

われる。 
 このような制度は、一方では生成 AI がもたらすであろう恩恵を減らさないようにすると

いう点では優れており、具体的な支払い額などではなく、強制力もないことから、中小規模

の AI 開発者にとっても、（負担可能な額をはるかに超える料金などではなく）身の丈にあ

 
99 Creative Commons (undated) 
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った利益還元の可能性を与える。うまく機能すれば、少なくとも一部のクリエイターにとっ

ては一方的な搾取があると感じて創作のインセンティブを削がれるという状況を解消する

もののように思われる。 
 また、このような意向に応えて開発される生成 AI と、これを無視して開発される生成 AI、
あるいは完全に無視しているわけではないが、完全に意向を満たしているわけでもないよ

うな中間的な生成 AI などの間の競争が起きやすいこと、また、データセットの提供者にど

のような意向が表明されるかを概観することでどのような規範が多くの支持を得るかにつ

いてこれまでとは異なる情報が手に入ることもメリットがあるように思われる。より強制

力を持つ制度を設計する場合でも、どのような制度が最適かを判断する材料があることが

望ましく、そのような判断材料の一部をこのような制度が提供することになると思われる

ためだ。 
 互酬性の種類をほんの数種に限定していることは、クリエイティブ・コモンズ・ライセン

スでおなじみの手法で、おなじみのメリットがあるように思われる。データセット毎にあま

りにも利用条件などが異なっていると、これを満たすための労力が膨大なものになりやす

い（ライセンスの多様性は、組み合わせ利用の際などに問題になりやすい）。これに対して、

あらかじめ限定された少数の種類の互酬的な行動が示されるのであれば、それに応じてと

るべき行動も比較的単純に検討できることになる。示される意向の種類が何であるかは機

械判読可能（マシンリーダブル）なものとなるようにデザインされている点も、同様の観点

からメリットと言えるだろう。 
 民間の自主的なガバナンスであることにもメリットがあるように思われる。法改正は簡

単なものであっても 2-3 年を要することが多いが、民間の自主的ガバナンスの仕組みであ

ればもう少し状況に即応したルール作りなどができる場合もあるだろう。これはメリット

と言えるように思われる。もっとも、明らかな短所や限界もある。民主主義的な手続きを経

ていないことで正統性が欠けやすい、従わないプレイヤーに対する罰を与えにくい、などは

明らかな短所であろう。ただし、互酬的な行動が広く求められるのであれば、罰を与えるた

めのアクションをとらずとも従わないプレイヤーの人気が落ちる、批判が多く出て評判が

落ちる、といった不利益が発生するかも知れない。 
生成 AI に関しては国際的な議論ができることにはメリットがあるだろう。国際的な制度

形成は、国内法の改正よりも更に多くの時間がかかることが多くあるように思われるため

だ。ただし、国際的な議論については言語の壁があるため英語話者の少ない国やグループの

意見が届きにくいなどの欠点もあるだろう。また、学習データ提供者に対して金銭を支払う

仕組みを一国内で、民間主導で立ち上げる場合と比べると利害関係者が多いために利害関

係の調整に時間がかかることになるリスクもあると思われる。また、国家でなく民間が主導

する場合には、国家や国際機関に比べると人的リソースが限られ、長期的な持続可能性の担

保が難しくなる場合もあると思われる。 
個別のクリエイターではなく、データセットを保有している者がこれを採用するという

想定は、そのようにしておいた方が生成 AI の開発者にとっても無視しづらく、従うインセ

ンティブの高いものになる、という点と、この仕組みが robots.txt に組み込まれることを

想定してデザインされていることとも合致する。この robots.txt ウェブ上のデータを収集

するために生成 AI 開発者などが使うクローラーに対して、ウェブサイトが収集の可否など
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を伝えるのに使われるもので、検索エンジンに対する意向表明に活用されてきた。日本では

著作権法によって、これに従うことを条件に、検索エンジンがウェブサイトのデータを収集

することなどが著作権侵害にならない、という制度ができている。 
 このようにメリットも、限界も考えられる制度だが、短期的には生成 AI の開発者、デー

タ提供者、生成 AI の利用者のそれぞれから賛同者が十分に集まるかどうかが課題となるだ

ろうと思われる。このCCシグナルとは関係なく、現状では、生成AIの開発企業は、robots.txt
に示された意向に従っている場合も、そうでない場合もあることが報道からは伺える。この

背景には開発競争の圧力があるのではないかとも思われるが、そうだとすると、賛同する開

発者の生成 AI がより人気を得るようになるか、というのが次の課題となるだろう。例えば

現在では生成 AI を使ったコンテンツは、ネット上で批判の対象になることがあるところ、

このような自主規制の枠組みにのっとった生成 AI を利用していれば、批判が弱くなり、支

持者も増える、というような違いがあるだろうか。逆にそのような利用者やネット言論を通

じた影響力が強すぎれば、結局はそれに応えられる者だけが勝ち残れるという環境であり、

データに料金を払わなければ開発者として機能できない、といった場合と大きく違わない

結果になる可能性もある。 
 このように成否や効果について不確実な点は多いものの、うまくいけば AI 開発を遅延す

る効果は少なく、学習データとして使われる作品を生み出すクリエイターの内ある程度意

味のある一定程度の人々のインセンティブは大きく削がない、という形になると思われる。 
 
４．６．小括と考察  
 以上のような検討から、生成 AI の開発の際に学習データとして著作物を利用され、普及

と共に収益機会の減少やキャリアの先行きの不透明化、失業などの損害を被るかも知れな

い人々に対して、AI 開発者から意味のある額の補償金を支払える可能性は少ないと思われ

る。また、その範囲の設定や設定した範囲の人だけに適切に支払いをする仕組みの確立など

も相当困難があると思われる。著作権法を改めて、作風に当たる部分も保護することにも大

きな困難がある。EU や米国は日本に比べると学習データの扱いに関する著作権法上の位置

づけが確定していない（米国）か、AI の開発を高額・困難にしやすい（EU）制度になって

いるが、それらに合わせるよりも、生成 AI のメリットを大きくし、それをいわば「原資」

としつつリスキリングなどの支援策を充実させることの方がどちらかと言えば優れた政策

オプションであるように思われる。文化への影響やクリエイターの創作意欲への影響、生成

AI の技術的な展開など多くの要素によるところも多いため、今後も調査を行うことや状況

の推移に注視することも重要になるだろう。 
 こうした制度設計に関する主要な選択肢についての検討から一歩下がって、より抽象的

に概観すると、最後に触れた自主的な制度形成とガバナンスの取り組みをクリエイティブ・

コモンズが主導しようとした点は、生成 AI がもたらしている状況を理解する上では示唆的

であるように思われる。というのも、クリエイティブ・コモンズは、本稿で述べたような「狭

義のオープン性」を推奨することが多く、そうでなくても広義のオープン性を推進し、クリ

エイティブ・コモンズ・ライセンスもその両方の側面を持っていた。その中には一部、一方

的な搾取などを牽制するようなライセンスも存在していたが、それが強く推奨されてきた

わけではないように思われる。（たとえばフリーソフトウェア財団は、GNU Public License
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（GPL）がそうであるように、ある種の互酬性の担保を非常に重視していることと対照的で

ある。GPL では、ソフトウェアを改変することは許諾されているが、改変してできたソフ

トウェアもまた、他人に対して GPL で提供することが義務付けられているため、互酬性の

強制が起こりやすい）。 
 既に第 3 節の小括と考察で述べた点だが、オープン化はインターネットやそれを含む情

報処理・通信技術の発展や普及と共に個人など影響力の弱い主体がエンパワーされ、従来は

できなかったような活躍ができるようになることを後押しする一つのムーブメントであっ

た。参加の機会が増えることでその個人が持っていた知識やアイディアや意見がよりよく、

「民主的」な社会を作ることにつながるという構図が成立しやすいためだ。 
クリエイティブ・コモンズの黎明期は、インターネット上でファイル共有が盛んであり、

著作権制度不要論なども存在していた。レコード業界や映画業界の業界団体がファイル共

有ソフトや、動画共有サイトなどで起こる違法共有への対策として様々な訴訟も起こして

いた。クリエイティブ・コモンズは、ネットを通じた共有がより参加的な文化を作る可能性

にたびたび着目してきており、人々が共有し、自由に使える作品を増やすことで、そのよう

な参加型文化が豊かになるという想定の下に進められてきた。著作権の強化などにもしば

しば反対してきており、自由な利用ができる著作権制度を評価する傾向もあった。これは、

著作権によって保護される主なプレイヤーが巨大なコンテンツ産業である状況では、その

ような巨大なプレイヤーに対して、個々のユーザーの自由を擁護し、その自由の中から、参

加型の文化が生まれてくることを後押しするものになっていたように思われる。 
 生成 AI をめぐる状況は、これとは大きく異なる側面も持っている。巨大な産業は著作権

者側だけでなく、著作物の利用者側におり、これに反対する側には、著名ではない人も、プ

ロではない人も含めた個人クリエイターがいる。この部分では、著作物の自由な利用（すな

わちオープン化）の推進と、個人など影響力の弱い主体のエンパワーメントが対立する構図

になっているようにも見えることがある。 
 ちなみに、オープン化の推進と、個人などのエンパワーメントが一致しない、むしろ相反

するのではないか、という構図は生成 AI に固有のものではない。プライバシーや個人情報

に関連して似たような議論がある。というのも、自分の私生活に関わる情報を公開し、自由

に誰でも使えるようにすることは、一面では多くの人から有益な情報や助力や機会などを

もらえることにつながり、「自分がコントロールできる度合いは低くなるが、結果としては

より多くの協力者が得られ、よりよい決定ができるようになる」といったオープン化の典型

的な恩恵を受けることにつながる可能性もあるが、反面、巨大な企業や国家に多くの個人情

報を把握され、自分のアテンションや購買意思などを操作され、搾取されることにつながる

のではないか、という可能性もあるためだ。この後者のリスクは、近年では巨大 IT 企業へ

の警戒という形で広く懸念されるようになって来ている。 
 クリエイティブ・コモンズは、黎明期に著作権法廃止論などの急進的な立場は採用せずに、

既存の著作権に根差しつつも、より個人をエンパワーできる方向を志向してクリエイティ

ブ・コモンズ・ライセンスを開発・振興したと言えるが、生成 AI についても、これを根本

的に否定するような急進的な立場は採用せずに、著作権法の大きな転換も提唱せずに、より

参加性の高い文化が生まれる余地を確保する方向を志向して CC シグナルを提唱している

と言えるように見える。2000 年代初頭の発足当初には、人々が利用したいと考える著作物
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は大企業や著名なアーティストによって生み出されていた度合いが高いが、四半世紀ほど

が経った今日では、インターネット上に大量に存在する様々なクリエイターの様々な作品

が価値を持っており、クリエイターエコノミーと呼ばれるような各種市場も存在しており、

従って、著作物のより自由な利用を促進することだけが個人などのエンパワーメントであ

る度合いが低下していると思われる。また、そのような小規模クリエイターの活動を支える

プラットフォームの中には巨大な企業が多く含まれ、より自由な利用を促進することが

個々人のエンパワーメントと一致しない可能性が懸念されるようになって来ている。 
 クリエイティブ・コモンズのほかにもオープン化を国際的に推進する団体は存在してい

るが、その一つ、オープンデータの分野で特に 2010 年代に影響力を持ったオープン・ナレ

ッジ・ファウンデーションがある。中心となる組織は本拠を米国ではなく英国に置いている

点が異なるが、国際的にネットワークを作って多くの国の個人や団体・法人が連携している

点ではクリエイティブ・コモンズとも似ている。オープン・ナレッジ・ファウンデーション

もある時期から公正さ（fair）を重視する価値のひとつとして打ち出すようになっている。

こちらは欧州が拠点であるだけに米国の巨大テック企業への警戒感がより早期に強くなっ

たせいかも知れない。わずかな徴候ではあるが、こうした変化は、オープン化の概念が持つ

射程のようなものを検討する上でも、情報社会とオープン化の関係を整理する上でも興味

深いものであるように思われる。 
 もっとも、既に述べたように生成 AI をめぐる状況はこのような図式でとらえてしまうと

単純化が過ぎるように思われる。というのも、学習データを生み出すクリエイターとそれを

利用する生成 AI 開発企業の間にはそのような構図が成り立つ場合があるものの、生成 AI
の利用者まで含めて考えるならば、従来は作り手の側に参加できなかったような多くの人

が、新しいツールの助けを借りて表現に参加できる可能性もあるためだ。この部分はむしろ

古典的なエンパワーメントであり、オープン性の高さ（学習データ利用の自由さを含む）が

これを後押しするという構図があるのは第 2 節で見た通りだ。また、学習データを提供す

る側にも大企業が存在し、AI を開発する側にも小規模な組織が存在している。 
著作権制度をめぐる議論の中では、しばしば、産業として成り立っているコンテンツ関連

の企業や権利者団体は自分達の利益を拡大する政策を実現するために取り組むメリットが

高いが、利用者はそのような政策によってデメリットを被る度合いが小さいために、狭い範

囲の権利者に集中しているメリットが、幅広い利用者に薄く存在しているメリットよりも

優先されがちであるといった指摘がされる。オープン化の運動は、このような薄く広く存在

している利用者のメリットに目を向ける効果を持つことが多かったわけだが、同時にそれ

はオンラインで活躍するアマチュアなども含む多種多様なクリエイターの賛同・協力を得

られるから成立する取り組みでもあった。 
今回は部分的に似た、しかし別の構図があると言えるように思われる。クリエイティブ・

コモンズは、クリエイターの意向に耳を傾けつつも、「薄く広く存在している生成 AI 利用

者のメリット」にも目を向ける効果を持っているように思われる。著作権制度も根本的な改

革や廃止をするわけではなく、自主的な秩序形成を通じた解決を目指す、という形は同じで

あり、ファイル共有などが話題になっていた当時にあったような著作権廃止論を採用しな

いのではなく、著作権法を拡張してでも既存のクリエイターの利益を守るという路線を採

用しない形だ。このようなステークホルダーの構図の違いは、単に本稿の主題についてのみ
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存在している特殊な事情ではなく、情報社会の変容とも呼ぶべき変化であり、他の文脈、他

のイシューをめぐっても似たような形で登場することがある特徴のように思われる。新し

い構図についての過度の単純化が判断を誤る可能性については既に述べた通りだが、では

どのような把握が望ましいのかについてはまた別の機会の検討の課題としたい。 
 
５．おわりに 
本稿は、生成 AI の学習データをめぐるガバナンスをテーマとして、主に日本の現行の著

作権制度によって実現している学習データの利用しやすさに着目して考察を行った。著作

権法は、他人の著作物を無断で利用することを原則として違法としており、利用にあたって

は権利者からの許諾の取得を義務付ける制度である。日本では学習データ利用については

この原則に対する例外が設けられており、かなり自由に利用ができるようになっている。対

価の支払いなども特に義務付けられていない。これはデータをめぐる取引コストや許諾料

の形で払う料金を含め、生成 AI 開発のコストを大きく低減する効果がある。オープンデー

タやオープンソースソフトウェアなどの文脈で用いられるような「オープン」という概念に

照らせば、これは AI の開発に様々な人が参入・参加できる余地を作るものであり、安価な

サービス提供を通じて幅広い利用者の利用も後押しする効果が期待でき、そこから更に開

発の方向性・満たすべきニーズなどが見える可能性もあり、生成 AI の開発と利用両面でメ

リットがある。 
生成 AI は業務利用に限っても、幅広いセクターにかなり大きなメリットをもたらすこと

が期待できる。ただし、そのメリットは誰もが平等に享受できるものではなく、デメリット

もあり、そのデメリットの中には特定の職業や業界の市場規模が縮小するといったものも

含まれると思われる。このデメリットもまた誰もが平等に被るものではない。AI の利用か

ら得られるメリットが十分に大きいと期待されることから、基本的にはデメリットが大き

い人などへの支援・救済策を導入しつつも、生成 AI の開発・普及を後押しすることが望ま

しいと思われる。ただし、こうした考え方は AI 技術の特徴や競争の構図、経済安全保障上

のリスクや軍事利用などのリスク、特定の人々が大きな損害を受け、特定の人々が大きな恩

恵を受けるかも知れないことについての倫理的な問題などについてどのように考えるか、

またどのような前提をおくか、によっても変わってくる部分がある。 
特にデメリットを被る人々への救済・支援策に関しては、データ利用の原則禁止（有料取

引）、オプトアウト、補償金制度など著作権者に何らかの形で金銭的支払いが行く仕組みが

議論されることも多い。このような制度は、中小のAI開発者が負担できる額を大きく超え、

大手開発者を有利にする可能性があること、そのリスクを抑制しようとするとクリエイタ

ーにとって生計を立てられるような十分な支払い額にならないことなどから、望ましい解

決策ではないと考えた。また、他にも制度設計上難しい点があるように思われた。例えば生

成 AI 以外の AI に学習データを提供する人も、同じように所得の低下や雇用の減少などを

経験するリスクがある場合が考えられるが、著作権制度でこうした人々を救済することに

も困難がある。補償金などは受け取る資格がある者の判別なども困難が伴う。リスキリング

支援など、著作権者に限らず幅広い人を支援する制度はこうした難点を考えると、望ましい

ものと思われる。 
国際的な議論を通じて、強制力を伴わないものの、自主的に AI 開発者が利益を還元する
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ことを促す仕組みを作ろうという動きがある。うまく機能するかどうかは現段階では不明

だが、強制力を伴わないことから AI 開発を遅延させる効果を抑制しつつ、利益還元を何ら

かの形で行うことからある程度の割合のクリエイターのインセンティブも大きくは削がな

い、といった帰結をもたらせる可能性もあるように思われる。 
実際には当面のところはこのような自主的な仕組みのトライアルや、大手データ保守者

からの個別契約によるデータの購入や、一部の国でのオプトアウトの制度化など、様々な取

り組みが混合した状態が続き、技術や国際競争やビジネスモデル上の変化なども続くこと

になるだろう。その中で日本にとってより望ましい制度はどのようなものかを見通すのは

容易ではないように思われる。本稿では可能な限り主要な論点に触れつつ、平易な検討・整

理を試み、この課題の難しさも併せて浮かび上がらせることに努めたつもりである。より巨

視的に見ると、データの利用を容易にすることがオープン化の概念に照らせば望ましい反

面、それが従来影響力の弱かった多様な個人などをエンパワーし、そのエンパワーメントが

大きなメリットを生み出すことにつながる、というオープン化の典型的な構図が成り立つ

とは限らない面もある点が、検討を難しくしている一つの大きな理由であると思われた。こ

れは情報社会の大きな構図の変化とも言える面があるように思われたため、特にとりあげ

て論じた。 
筆者の様々な限界に制約を受け、粗削りなところもある議論となったが、学際的な検討が

引き続き必要な課題であり、今後の議論に貢献できるような一歩となることを願いつつ本

稿を終えたい。 
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